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第１部 包括外部監査の概要 

 

１．包括外部監査人及び補助者 

包括外部監査人 竹中 雅史（弁護士） 

同補助者    中西 敏夫（弁護士） 

同補助者    平松 卓也（弁護士） 

同補助者    横井  健（弁護士） 

同補助者    磯谷 太一（弁護士） 

同補助者    後藤  聡（税理士） 

同補助者    片山映理子（税理士） 

同補助者    小林 和実（税理士） 

 

２．選定した特定の事件（監査のテーマ） 

岐阜市の土地  

但し、建物の敷地、道路、河川は除いた。 

 

３．監査の手続 

事前ヒアリング  

概要を把握するため、６の課のヒアリングを行った。 

  

現地往査 

管理状況を把握するため、次のとおり合計 209 箇所の現地往査及び現地ヒア

リングを行った。 

・都市公園        55 箇所 

・広場          23 箇所 

・子ども遊び場      37 箇所 

・屋外体育施設      ８箇所 

・その他施設       ２箇所 

・農林関係施設      １箇所 

・自転車駐車場      23 箇所 

・普通財産（未利用地）  60 箇所 

 

書類監査・ヒアリング 

 現地往査及び現地ヒアリングを踏まえ、適宜、書類監査やヒアリングを行った。 
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第２部 前提 

 

１．岐阜市の土地 

令和３年４月１日時点における、市が所有する土地の使用区分及び面積は、次の

とおりである（小数点以下省略）。面積でみると、公共用財産が圧倒的に多い。 

区分 面積 

行

政

財

産 

公

用 

財

産 

本庁舎 25,217 ㎡ 

南庁舎 3,104 ㎡ 

その他庁舎 2,116 ㎡ 

事務所等 13,810 ㎡ 

消防（水防）施設 44,886 ㎡ 

その他の施設 7,075 ㎡ 

計 96,208 ㎡ 

公

共

用

財

産 

学校 1,483,596 ㎡ 

公営住宅 304,463 ㎡ 

公園 2,085,958 ㎡ 

公園・緑地 2,064,289 ㎡  

広場 21,669 ㎡  

その他の施設 1,719,768 ㎡ 

子ども遊び場 15,449 ㎡  

保育所 41,087 ㎡  

児童館・子ども館 10,215 ㎡  

体育館・運動場 212,483 ㎡  

団地 100,842 ㎡  

公民館 30,973 ㎡  

墓地・斎苑 445,243 ㎡  

廃棄物最終処分場等（環境部所管） 599,789 ㎡  

ため池 49,699 ㎡  

その他 213,988 ㎡  

計 5,593,785 ㎡ 

小計 5,689,993 ㎡ 
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普

通

財

産 

宅地 266,087 ㎡ 

田 122 ㎡ 

畑 5,164 ㎡ 

山林 208,485 ㎡ 

原野 9,175 ㎡ 

雑地 76,746 ㎡ 

小計 565,779 ㎡ 

 

行政財産と普通財産の合計 6,255,772 ㎡ 

 

市が開設している公園・緑地  380 箇所 

市が開設している広場      64 箇所 

 

市が開設しているスポーツ施設（市のホームページから） 

なお、厚八運動場と厚八テニスコートは、条例上は一つの施設であるが、下記の

分類では、それぞれの種類でカウントした。 

種類 
使用料での分類 設置根拠での分類 

有料 無料 公園施設 屋外体育施設 なし 

野球場 ３ ８ 10 １ ０ 

ソ フ トボ ー ル

場 

０ ５ ５ ０ ０ 

サッカー場 １ ５ ６ ０ ０ 

ラグビー場 ０ １ １ ０ ０ 

運動場 ２ ９ ３ ７ １ 

テニスコート ６ ９ 12 １ ２ 

合計 12 37 37 ９ ３ 

 

市が開設している子ども遊び場 214 箇所 

 

市が開設している自転車駐車場 有料 10 箇所 

               無料 17 箇所 
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普通財産 管財課の所管     367 筆 

管財課以外の課の所管 469 筆 

 

 

２．岐阜市の土地（建物の敷地、道路、河川を除く）に関する収支（令和２年度） 

都市公園及び広場 支出 10 億 4286 万 5083 円（収入 1 億 599 万 8580 円） 

屋外体育施設 支出 1962 万 4185 円（収入 418 万 1760 円） 

子ども遊び場 支出 1349 万 3370 円（収入０円） 

ながら川ふれあいの

森 
支出 3868 万 1712 円（収入 46 万 9380 円） 

自転車駐車場 支出 1 億 5339 万 3629 円（収入 9504 万 6890 円） 

普通財産（未利用地・

代替地）  
支出 1533 万 3399 円（収入 154 万 3561 円） 

支出合計 12 億 8339 万 1378 円 
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第３部 監査の結果 

 

指摘及び意見の結論は、別紙「指摘及び意見一覧表」のとおりである。 

指摘 115 個、意見 78 個となった。 

 

 以下、主だった事実関係又は指摘・意見の概要を列挙する（カッコ書きは抵触し

うる法令である）。 

 

１ 都市公園台帳（調書及び図面）について、必要的記載事項の記載がないもの、

変更があった事項の記載をしていないものがあった（都市公園法及び同施行規

則）。【報告書 21 頁～】 

 

２ 借り受けている土地について、公有財産台帳に登録しておらず、土地借受整理

簿を作成していなかった（岐阜市公有財産規則）。【報告書 24 頁～】 

 

３ 岐阜市都市公園条例の定める禁止行為に該当しない行為を禁止していた（岐

阜市都市公園条例）。【報告書 28 頁】 

 

４ 広場という公の施設を開設していたが、その設置及び管理に関する条例、規則

は一切存在しなかった（地方自治法）。【報告書 31 頁、132 頁～】 

 

５ 雑草の繁茂、ゴミの放置、遊具の破損・劣化等、管理が不十分であった（地方

財政法、岐阜市公有財産規則）。【報告書 33 頁～】 

 

６ 公園施設設置許可の要件を充たさない許可、公園の占用許可の要件を充たさ

ない許可をしていた（都市公園法及び同施行規則）【報告書 54 頁～】 

 

７ 許可手続がとられていない花壇、鉢植え、物置、器具等が設置されていたり、

物品が放置されていたりしていた（都市公園法、地方財政法、岐阜市公有財産規

則）。【報告書 59 頁～】 

 

８ 岐阜市都市公園条例で規制されるべきでない行為について行為許可をしてい

た（岐阜市都市公園条例）。【報告書 78 頁～】 
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９ 特定の団体（人）が利用している（利用するために開設した）と受け取らざる

得ない広場や子ども遊び場があった（地方財政法、岐阜市公有財産規則）。【報告

書 84 頁～】 

 

10 土地上の市の所有物件を特定の団体（人）が管理し、利用していた（地方財政

法、岐阜市公有財産規則）。【報告書 88 頁～】 

 

11 無断駐車をされている子ども遊び場や普通財産（未利用地）があった（地方財

政法、岐阜市公有財産規則）。【報告書 90 頁～】 

 

12 恒常的な通行使用をされている都市公園、普通財産（未利用地）があった（地

方財政法、岐阜市公有財産規則）。【報告書 91 頁～】 

 

13 指定管理者制度を導入している都市公園について、次のように指定管理者を

選定していた。【報告書 94 頁～】 

都市公園 指定管理者 

岐阜ファミリーパーク 共同事業体（構成員は造園会社Ａ、Ｂ） 

長良公園 共同事業体（構成員は造園会社Ａ、Ｂ） 

早田西公園・木ノ下公園・

野一色公園・加納公園 

共同事業体（構成員は造園会社Ａ、Ｂ） 

境川緑道公園 共同事業体（構成員は造園会社と人材派遣等会社） 

福光中央公園・八ツ草公園 造園会社Ｃの関連会社 

北西部運動公園 造園会社Ｃ 

岐阜市畜産センター公園 造園会社Ｃ 

 

14  都市公園の指定管理者間において、直接経費に対する間接経費の比率が

3.85％～20.47％と差が大きかった。指定管理者の中には、間接経費の予算執行

率が 100％を超えていたところがあった。【報告書 95 頁～】 

 

15 都市公園の指定管理者が、その構成員や関連会社又は岐阜市の外郭団体に対

して、指定管理者による維持管理業務そのものを再委託していた。事業費の内、

委託料が占める割合が 50％を超える指定管理者が４者あった。境川緑道公園に

ついては、指定管理者の構成員に対する委託料に加え、指定管理者の構成員に対

し、所長、従業員、作業員、管理事務所職員の人件費も支払っており、指定管理
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者の構成員に対する支出は、総支出の約 82％であった。【報告書 99 頁～】 

 

16 指定管理者の構成員や関連会社、岐阜市の外郭団体に対して、指定管理者によ

る維持管理業務そのものを再委託するのであれば、市の直営で各々の業務を委

託する（直営＋委託）のと、管理態様としては変わりがない。他方、指定管理者

制度とすることにより、直営＋委託の場合には発生しない人件費（所長など）が

発生すること、指定管理において発生する間接経費（利益）と再委託において発

生する再委託先の利益と二重に利益が発生することから、むしろ管理費が増え

るのではないかとも思える。 

指定管理者＋再委託の場合と直営＋委託の場合とのコストを比較検討し、い

ずれの管理方法が適切であるのかを判断した上で、その検討及び判断の経過を

記録に残すことが望ましい。【報告書 99 頁～】 

 

17 指定管理者が公園の維持管理をするだけであれば、直営＋委託と管理実態が

変わらず、指定管理者制度により管理する意味がない。他の自治体を見ても、指

定管理者制度が始まった当初は、造園会社が公園の指定管理者となることが多

かったが、昨今、公園マネジメント意識の高まりもあって、公園運営を専門とす

る会社を指定管理者とする例が増えている。 

指定管理者が、維持管理業務のみに留まらず、運営ノウハウを活用して、公園

の効用や機能を発揮させて、利用者の満足度の向上や利用促進に努めるという

業務を具体的にどのように遂行しているか、その効果は具体的にどうなってい

るかという観点でのモニタリングをすることが望ましい。 

今回の指定管理期間が終了する際には、維持管理ノウハウだけではなく、運営

ノウハウを活用して、公園の効用や機能を発揮させて、利用者の満足度の向上や

利用促進に努めるという観点を重視して、指定管理者を募集・選定することが望

ましい。また、公園全体の指定管理ではなく、飲食店等の収益施設には公募設置

管理制度（PFI）を導入し、その他の管理は委託で行うという管理方法を検討す

ることが望ましい。【報告書 101 頁～】 

 

18 長野市の指定管理者制度ガイドラインや熊本市の指定管理者制度運用マニュ

アル等を参考にして、「岐阜市指定管理者制度事務取扱要領」を、行財政改革課

が所管課に宛てて事務手続を示すものではなく、応募者及び指定管理者に向け

て、特に問題になる間接経費、再委託、自主事業等に関するルールを定めたり、

指定管理者に具体的に求めることを定めたりする等により充実させること及び
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公表することが望ましい。【報告書 103 頁～】 

 

19 施設としての実態がない又は低利用である、都市公園、広場、子ども遊び場、

自転車駐車場があった。【報告書 107 頁～】  

 

20 スポーツ施設の約 75％は、都市公園の運動施設であった。その中には、運動

施設が都市公園の敷地面積のほとんどを占めており、園路や植栽など公園的施

設は全くないものがあった。 

運動施設が設置されている都市公園について、運動施設の敷地面積の割合、園

路や植栽のような公園的施設の有無等を確認し、都市公園としては存続し難い

ものについては、公園としては廃止して岐阜市屋外体育施設条例の定める屋外

体育施設に加えるか、公園的施設を整備する等により都市公園といえるだけの

実質があるように整備すべきである（都市公園法）。【報告書 121 頁～】 

 

21 都市公園の運動施設となっているスポーツ施設を全て屋外体育施設条例に基

づく屋外体育施設として定め、岐阜市スポーツ推進計画を担う市民スポーツ課

が所管することが望ましい。【報告書 122 頁～】 

 

22 当該施設がどれだけ広く市民に利用されているのかを適切に把握するため、

優先貸付団体と、そうでない団体又は個人と、区別して、利用件数、利用人数、

利用時間を集計し、利用時間の占有率を把握することが望ましい。【報告書 123

頁～】 

 

23 公の施設の使用申込み・使用制限や使用料の減免に関する定めは、内規ではな

く、規則で定めて公表すべきである。酒田市は、公の施設の使用料に係る減免要

件を明示するため、酒田市体育施設設置管理条例施行規則を改正している。また、

施設数、件数等の減免実績を、半年ごとにホームページで公表することが望まし

い。酒田市は、このような事務を行っている。【報告書 126 頁～】 

 

24 優先貸付団体の名称及び優先態様について、規則で定めて公表すべきである。 

実際に優先貸付団体に割り当てた利用枠を市のホームページで公表するとと

もに、優先貸付団体が利用枠を利用しなくなった場合には、速やかにこれを開放

するルールを設けることが望ましい。【報告書 128 頁～】 
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25 岐阜市サッカー協会や岐阜市ラグビー協会を使用申込みの窓口にする事務を

維持するのであれば、それらが使用申込みを受け付ける権限を適法に有するこ

ととなるための手続をとるべきである。適切な手続をとらないのであれば、市が

使用申込みを受け付けるべきである（都市公園法）。【報告書 129 頁～】 

 

26 多くの無料スポーツ施設が、限られた範囲の人や団体にしか利用されていな

いと言わざるを得ない実態に鑑み、無料スポーツ施設については、受益者負担の

原則からすれば、有料にすることが望ましい。同じような野球場、サッカー場、

運動場が複数あるが、どれもが利用率が高いわけではない状況、少子高齢化と人

口減少、財源の縮小化に鑑みれば、同種の無料スポーツ施設を集約していくこと

が望ましい。【報告書 130 頁～】 

 

27 広場の定義がなく、その実態は多種多様であった。ただの山であったもの、か

つては軽スポーツに利用されていたが現在は全く利用されていない草むらであっ

たものもあった。開発許可に伴う公共施設として市に帰属したものが 17 箇所あっ

たが、何も設置されていなかったものもあった。どういった目的で市に帰属した

のか、なぜ目的どおりの公共施設となっていないのか、経緯を示す資料がなく不

明であった。実態としては、テニスコートであったもの、グラウンドゴルフ場と

受け取られるものもあった。公園のように遊具が設置されているものもあった。

【報告書 132 頁～】 

 

28 全ての広場について、現状をしっかりと調査し、整理すべきである。 

そして、当該地域住民の推移、年齢構成、意向等、公園や子ども遊び場等の近

隣の同種施設との関係性、当該地域の将来像等を調査把握すべきである。 

その上で、当該広場ごとに、何の目的の施設としていくのか、どのような方針

で整備、管理、運営していくのかを検討し、都市施設としての広場とする、公園

とする、スポーツ施設とする、施設を廃止して普通財産とした上で他の行政目的

での使用や普通財産の貸付、処分を検討する、施設を廃止して国、県、民間に返

還するという方向性を判断すべきである。【報告書 132 頁～】 

 

29 子ども遊び場の約 82％は、昭和 62 年以前に開設されたものであった。雑草が

繁茂していて子どもが安全かつ衛生的に利用できないもの、滑り台１台分ほど

の広さしかなく遊び場として適当な広さを有していないもの、既に遊具が撤去

され子ども遊び場としての実態がないものや、遊具の更新が行われておらず子
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ども遊び場としての利用に耐えないものが多数あった。【報告書 135 頁～】 

 

30 子ども遊び場と同じ目的を持つ街区公園等と同時並行的に、個々の子ども遊

び場について、現在の利用状況、地域住民の認識や要望、地域住民の年齢構成等

に基づく今後の利用見込み等を調査把握すべきである。 

その上で、施設として存続する必要性が認められるものについては、公園、広

場、子ども遊び場のいずれかの施設として整備及び管理し、存続する必要性が認

められないものについては、市の所有地は未利用地として管理し、市の所有でな

い土地は所有者に返還すべきである。遊具の撤去等の原状回復にかかる費用が

一時的には必要となるが、適切な財産管理という責務を果たすため、地域住民の

ために有効な公の施設とするため、必要な費用である。自治会や子ども会等の地

域団体が適切に管理をすることができるのであれば、管理を委託することも選

択の一つである。 

また、管理の効率性、経済性、管理コストの縮減の見地からすれば、子ども遊

び場の所管課を公園整備課とすることが望ましい。【報告書 135 頁～】 

 

31 天満テニスコート、資材置場、旧市立図書館分室跡地、公園管理事務所の土地

を一体的に、当該土地の位置、周囲の環境、市民のニーズ等を総合的に考慮し、

その土地としての効用を十分に発揮させることができるよう、新たな利活用又

は換価をすることが望ましい。【報告書 138 頁～】 

 

32 都市公園のほとんどは、昭和 40 年代、50 年代に設置されたものである。都市

公園の中で圧倒的に数の多い街区公園でみると、約８割が平成７年以前に設置

されたものである。多くの公園の現状を見ても、遊具が従前のままか、複合遊具

に変わったかの違いがあるくらいで、その多くは開設された時からそれほど変

わっていない。都市公園法が改正される平成５年までは児童公園にブランコ、砂

場、すべり台の設置が義務付けられていた結果、どこの公園にも似たような遊具

が設置され、紋切り型で個性に乏しい公園となっている。 

市が平成 29 年３月に策定した「岐阜市公共施設等総合管理計画」では、都市

公園に対する今後の取組み（立地再編、再整備、地域住民が中心となった管理運

営、公園の魅力及び管理の質の向上等）が記載されていたが、これらを実施又は

検討した形跡はなく、その計画もない。 

市が平成 31 年３月に作成した「岐阜市スポーツ推進計画（改訂版）」では、都

市公園のストック再編事業に取り組んでいる、地域のニーズを踏まえた利活用

10



 

 

や都市の集約化にも対応した公園へ再編を図る等が記載されていが、公園の再

編事業に関する具体的な計画はない。 

パークマネジメントプランやパークイノベーション推進計画を策定すること

が望ましい。例えば、相模原市がパークマネジメントプランを策定しており、足

立区がパークイノベーション推進計画を策定している。【報告書 141 頁～】 

 

33 土地の取得・処分・貸付け・分筆をした後に未利用地が発生することのないよ

う、それらの際に検討すべき事項、その目的や経緯等の記録方法、その後の管理

状況の記載方法等を記載した事務要領を作成すべきである。【報告書 146 頁～】 

 

34 代替地として機能するかどうかを検討すること、代替地としておくよりも商

業用地や住宅用地として貸し付ける等、土地としての効用をより発揮させるよ

うな利活用をすることが望ましい。代替地が必要なのであれば、民間の土地を活

用する方策を検討することが望ましい。例えば、豊田市では、民間の土地を代替

地に登録する代替地登録制度を実施している。【報告書 150 頁～】 

 

35 速やかに未利用地の売却活動を進めるべきである。普通財産売払取扱要綱に

おいて、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号を適用して普通財産を随

意契約により譲渡することができる場合を、同号の趣旨に適合する範囲内にお

いて、より幅広く定めることが望ましい。例えば、浜松市の「普通財産の随意契

約による譲渡に関する要領」では 14 項目が、川崎市の「普通財産の随意契約に

よる譲渡及び貸付けに関する要綱」では 10 項目が定められている。【報告書 152

頁～】 

 

36 売却が困難な未利用地について、近隣住民の意見を聞き、公園、広場、緑地、

駐車場とする等、売却以外の方法での利活用をすることが望ましい。【報告書 154

頁】 

 

37 未利用地は「利用又は活用されていない土地」であるとして定義し直すべきで

ある。未利用地や低利用地に対する、管理・運用・処分の基本原則や利活用に向

けた具体的な計画、取組等を記載した未利用地等の利活用に関する基本方針を

定めるべきである。例えば、西宮市、平塚市、日高市等が未利用地等の利活用に

関する基本方針を定めている。【報告書 154 頁～】 

 

11



 

 

38 未利用地や低利用地に留まらず、市有財産の取得・管理・運用・処分の基本原

則や市有財産の有効活用に向けた具体的な計画、取組等を記載した市有財産の

有効活用に関する基本方針を定めることが望ましい。例えば、岡崎市が令和３年

３月に市有財産の有効活用に関する基本方針を定めている。【報告書 158 頁～】 

12



部
名

課
名

頁
指

摘
意

見
内

容

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

2
1

●
＜

都
市

公
園

台
帳

（
調

書
）

の
必

要
的

記
載

事
項

＞
都

市
公

園
法

及
び

同
施

行
規

則
に

従
い

、
都

市
公

園
台

帳
（

調
書

）
の

必
要

的
記

載
事

項
を

漏
れ

な
く

記
載

す
べ

き
で

あ
る

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

2
2

●
＜

都
市

公
園

台
帳

（
調

書
）

の
作

成
方

法
＞

各
公

園
の

公
園

施
設

設
置

許
可

・
管

理
許

可
や

占
用

許
可

に
関

す
る

事
項

を
容

易
に

把
握

で
き

る
よ

う
な

都
市

公
園

台
帳

（
調

書
）

を
作

成
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

2
2

●
＜

都
市

公
園

台
帳

（
調

書
）

の
作

成
方

法
＞

都
市

公
園

台
帳

（
調

書
）

を
デ

ー
タ

で
作

成
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

2
3

●
＜

都
市

公
園

台
帳

（
図

面
）

の
作

成
＞

都
市

公
園

法
及

び
同

施
行

規
則

に
従

い
、

必
要

的
記

載
事

項
を

記
載

し
た

都
市

公
園

台
帳

（
図

面
）

を
作

成
す

べ
き

で
あ

る
。

な
お

、
現

在
、

新
た

に
図

面
を

作
成

し
て

い
る

途
中

で
あ

る
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

2
3

●
＜

記
載

事
項

の
変

更
＞

都
市

公
園

法
及

び
同

施
行

規
則

に
従

い
、

都
市

公
園

台
帳

の
記

載
事

項
に

変
更

が
あ

っ
た

と
き

は
速

や
か

に
変

更
す

べ
き

で
あ

る
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

2
4

●
＜

広
場

の
台

帳
＞

都
市

公
園

法
及

び
同

施
行

規
則

に
準

じ
て

、
広

場
の

台
帳

を
作

成
す

べ
き

で
あ

る
。

子
ど

も
未

来
部

子
ど

も
支

援
課

2
4

●
＜

子
ど

も
遊

び
場

の
台

帳
＞

都
市

公
園

法
及

び
同

施
行

規
則

に
準

じ
て

、
子

ど
も

遊
び

場
の

台
帳

を
作

成
す

べ
き

で
あ

る
。

行
政

部
管

財
課

2
4

●
＜

公
有

財
産

台
帳

へ
の

未
登

録
＞

岐
阜

市
公

有
財

産
規

則
に

従
い

、
借

り
受

け
て

い
る

土
地

を
公

有
財

産
台

帳
（

様
式

第
1
3
号

（
そ

の
１

）
）

に
登

録
す

る
よ

う
に

指
導

す
べ

き
で

あ
る

。

指
摘

及
び

意
見

一
覧

表

1



部
名

課
名

頁
指

摘
意

見
内

容

ぎ
ふ

魅
力

づ
く

り
推

進
部

ぎ
ふ

魅
力

づ
く

り
推

進
政

策
課

2
5

●
＜

土
地

借
受

整
理

簿
の

未
作

成
＞

岐
阜

市
公

有
財

産
規

則
に

従
い

、
土

地
借

受
整

理
簿

（
様

式
第

1
9
号

）
を

作
成

す
べ

き
で

あ
る

。

経
済

部
経

済
政

策
課

2
5

●
＜

土
地

借
受

整
理

簿
の

未
作

成
＞

岐
阜

市
公

有
財

産
規

則
に

従
い

、
土

地
借

受
整

理
簿

（
様

式
第

1
9
号

）
を

作
成

す
べ

き
で

あ
る

。

市
民

生
活

部
市

民
生

活
政

策
課

2
5

●
＜

土
地

借
受

整
理

簿
の

未
作

成
＞

岐
阜

市
公

有
財

産
規

則
に

従
い

、
土

地
借

受
整

理
簿

（
様

式
第

1
9
号

）
を

作
成

す
べ

き
で

あ
る

。

福
祉

部
福

祉
政

策
課

2
5

●
＜

土
地

借
受

整
理

簿
の

未
作

成
＞

岐
阜

市
公

有
財

産
規

則
に

従
い

、
土

地
借

受
整

理
簿

（
様

式
第

1
9
号

）
を

作
成

す
べ

き
で

あ
る

。

子
ど

も
未

来
部

子
ど

も
政

策
課

2
5

●
＜

土
地

借
受

整
理

簿
の

未
作

成
＞

岐
阜

市
公

有
財

産
規

則
に

従
い

、
土

地
借

受
整

理
簿

（
様

式
第

1
9
号

）
を

作
成

す
べ

き
で

あ
る

。

環
境

部
環

境
政

策
課

2
5

●
＜

土
地

借
受

整
理

簿
の

未
作

成
＞

岐
阜

市
公

有
財

産
規

則
に

従
い

、
土

地
借

受
整

理
簿

（
様

式
第

1
9
号

）
を

作
成

す
べ

き
で

あ
る

。

消
防

本
部

消
防

総
務

課
2
5

●
＜

土
地

借
受

整
理

簿
の

未
作

成
＞

岐
阜

市
公

有
財

産
規

則
に

従
い

、
土

地
借

受
整

理
簿

（
様

式
第

1
9
号

）
を

作
成

す
べ

き
で

あ
る

。

都
市

防
災

部
都

市
防

災
政

策
課

2
5

●
＜

土
地

借
受

整
理

簿
の

未
作

成
＞

岐
阜

市
公

有
財

産
規

則
に

従
い

、
土

地
借

受
整

理
簿

（
様

式
第

1
9
号

）
を

作
成

す
べ

き
で

あ
る

。

2



部
名

課
名

頁
指

摘
意

見
内

容

ま
ち

づ
く

り
推

進
部

ま
ち

づ
く

り
推

進
政

策
課

2
5

●
＜

土
地

借
受

整
理

簿
の

未
作

成
＞

岐
阜

市
公

有
財

産
規

則
に

従
い

、
土

地
借

受
整

理
簿

（
様

式
第

1
9
号

）
を

作
成

す
べ

き
で

あ
る

。

都
市

建
設

部
都

市
建

設
政

策
課

2
5

●
＜

土
地

借
受

整
理

簿
の

未
作

成
＞

岐
阜

市
公

有
財

産
規

則
に

従
い

、
土

地
借

受
整

理
簿

（
様

式
第

1
9
号

）
を

作
成

す
べ

き
で

あ
る

。

基
盤

整
備

部
基

盤
整

備
政

策
課

2
5

●
＜

土
地

借
受

整
理

簿
の

未
作

成
＞

岐
阜

市
公

有
財

産
規

則
に

従
い

、
土

地
借

受
整

理
簿

（
様

式
第

1
9
号

）
を

作
成

す
べ

き
で

あ
る

。

上
下

水
道

事
業

部
上

下
水

道
事

業
政

策
課

2
5

●
＜

土
地

借
受

整
理

簿
の

未
作

成
＞

岐
阜

市
公

有
財

産
規

則
に

従
い

、
土

地
借

受
整

理
簿

（
様

式
第

1
9
号

）
を

作
成

す
べ

き
で

あ
る

。

薬
科

大
学

庶
務

会
計

課
2
5

●
＜

土
地

借
受

整
理

簿
の

未
作

成
＞

岐
阜

市
公

有
財

産
規

則
に

従
い

、
土

地
借

受
整

理
簿

（
様

式
第

1
9
号

）
を

作
成

す
べ

き
で

あ
る

。

教
育

委
員

会
教

育
施

設
課

2
5

●
＜

土
地

借
受

整
理

簿
の

未
作

成
＞

岐
阜

市
公

有
財

産
規

則
に

従
い

、
土

地
借

受
整

理
簿

（
様

式
第

1
9
号

）
を

作
成

す
べ

き
で

あ
る

。

行
政

部
管

財
課

2
7

●
＜

土
地

借
受

整
理

簿
の

項
目

＞
借

り
受

け
て

い
る

土
地

上
の

建
物

や
工

作
物

の
有

無
及

び
そ

の
内

容
を

土
地

借
受

整
理

簿
の

項
目

に
加

え
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

2
8

●

＜
公

園
利

用
の

ル
ー

ル
＞

根
拠

の
な

い
禁

止
を

す
べ

き
で

は
な

い
。

岐
阜

市
都

市
公

園
条

例
第

４
条

に
該

当
し

な
い

行
為

を
禁

止
す

る
の

で
あ

れ
ば

、
公

園
の

管
理

運
営

規
程

を
定

め
る

べ
き

で
あ

る
。

公
園

の
利

用
方

法
は

、
当

該
公

園
の

目
的

、
性

質
、

利
用

状
況

、
利

用
者

や
近

隣
住

民
の

意
向

等
に

よ
っ

て
変

わ
っ

て
く

る
と

思
わ

れ
る

の
で

、
ど

の
公

園
に

も
共

通
す

る
基

本
的

な
事

項
（

例
え

ば
、

火
気

の
使

用
、

ゴ
ル

フ
、

硬
式

野
球

の
禁

止
）

を
管

理
運

営
規

程
で

定
め

る
と

共
に

、
個

々
の

公
園

に
つ

い
て

、
地

元
自

治
会

等
と

協
議

の
上

、
必

要
に

応
じ

て
、

公
園

利
用

要
領

を
定

め
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
る

。

3



部
名

課
名

頁
指

摘
意

見
内

容

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

3
0

●
＜

禁
止

の
あ

り
方

＞
禁

止
事

項
を

示
す

掲
示

物
に

は
、

何
が

禁
止

さ
れ

て
い

る
の

か
が

誰
に

で
も

理
解

で
き

る
よ

う
な

明
確

な
記

載
を

す
べ

き
で

あ
る

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

3
0

●
＜

放
置

自
転

車
に

対
す

る
措

置
＞

岐
阜

市
自

転
車

等
の

放
置

の
防

止
に

関
す

る
条

例
及

び
同

施
行

規
則

に
従

っ
た

告
示

を
す

べ
き

で
あ

る
。

基
盤

整
備

部
土

木
管

理
課

3
2

●
＜

自
転

車
駐

車
場

に
お

け
る

放
置

自
転

車
の

撤
去

＞
放

置
自

転
車

撤
去

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

お
い

て
、

「
お

願
い

」
票

を
貼

付
す

る
か

ど
う

か
の

基
準

を
定

め
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

3
3

●
＜

雑
草

の
繁

茂
＞

雑
草

が
生

い
茂

ら
な

い
よ

う
に

除
草

す
べ

き
で

あ
る

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

3
3

●

＜
雑

草
の

繁
茂

＞
た

だ
漫

然
と

毎
年

複
数

回
の

除
草

作
業

を
繰

り
返

す
の

で
は

な
く

、
防

草
シ

ー
ト

の
設

置
、

防
草

土
の

使
用

、
ヤ

ギ
に

よ
る

除
草

と
い

っ
た

、
長

期
的

な
視

点
で

、
よ

り
効

率
性

・
経

済
性

の
高

い
除

草
方

法
を

検
討

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

特
に

斜
面

の
土

地
で

は
、

ヤ
ギ

に
よ

る
除

草
の

方
が

コ
ス

ト
削

減
で

き
る

と
い

う
意

見
も

あ
り

、
美

濃
加

茂
市

で
は

実
際

に
行

わ
れ

て
お

り
、

浜
松

市
で

は
実

験
が

行
わ

れ
て

い
る

。
岐

阜
市

畜
産

セ
ン

タ
ー

公
園

は
、

平
成

3
0
年

1
1
月

以
降

、
豚

熱
の

影
響

で
現

在
一

部
の

施
設

が
使

わ
れ

て
い

な
い

の
で

、
こ

こ
を

利
用

し
て

ヤ
ギ

の
飼

育
を

す
る

こ
と

も
考

え
ら

れ
る

。

子
ど

も
未

来
部

子
ど

も
支

援
課

3
4

●
＜

雑
草

の
繁

茂
＞

子
ど

も
遊

び
場

の
管

理
団

体
に

対
し

、
除

草
す

る
よ

う
に

指
導

す
べ

き
で

あ
る

。

基
盤

整
備

部
土

木
管

理
課

3
6

●
＜

雑
草

の
繁

茂
＞

自
転

車
駐

車
場

の
除

草
を

し
て

、
駐

車
に

適
す

る
状

態
に

す
べ

き
で

あ
る

。
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部
名

課
名

頁
指

摘
意

見
内

容

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

3
6

●
＜

ゴ
ミ

等
の

放
置

＞
ゴ

ミ
等

を
速

や
か

に
撤

去
す

る
と

と
も

に
、

放
置

さ
れ

な
い

よ
う

掲
示

板
の

設
置

や
定

期
巡

回
に

よ
る

指
導

等
を

行
う

べ
き

で
あ

る
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

3
8

●
＜

立
札

の
設

置
＞

岐
阜

市
都

市
公

園
条

例
第

４
条

第
６

号
で

禁
止

さ
れ

て
い

る
立

札
の

設
置

者
を

特
定

し
て

、
撤

去
さ

せ
る

べ
き

で
あ

る
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

3
8

●
＜

安
全

の
確

保
＞

利
用

の
安

全
を

確
保

す
る

た
め

、
破

損
・

劣
化

し
た

箇
所

を
撤

去
又

は
補

修
す

べ
き

で
あ

る
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

3
8

●
＜

安
全

の
確

保
＞

遊
具

の
危

険
個

所
の

応
急

処
置

の
後

は
、

遅
く

と
も

１
年

以
内

に
は

補
修

す
べ

き
で

あ
る

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

4
0

●
＜

利
用

の
向

上
＞

利
用

の
向

上
を

図
る

た
め

、
劣

化
し

た
部

分
の

補
修

や
雑

草
の

除
去

を
し

て
整

備
す

べ
き

で
あ

る
。

ぎ
ふ

魅
力

づ
く

り
推

進
部

市
民

ス
ポ

ー
ツ

課
4
0

●
＜

有
効

利
用

＞
倉

庫
と

し
て

利
用

す
る

こ
と

や
、

屋
根

付
き

の
ベ

ン
チ

に
改

修
す

る
こ

と
等

を
検

討
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

子
ど

も
未

来
部

子
ど

も
支

援
課

4
1

●
＜

遊
具

等
の

管
理

＞
現

在
の

子
ど

も
遊

び
場

の
利

用
状

況
及

び
今

後
の

利
用

見
込

み
を

検
討

し
た

上
で

、
遊

具
や

ベ
ン

チ
の

補
修

・
交

換
又

は
撤

去
を

す
べ

き
で

あ
る

。

ぎ
ふ

魅
力

づ
く

り
推

進
部

市
民

ス
ポ

ー
ツ

課
4
3

●
＜

管
理

用
具

の
補

修
＞

破
損

し
た

部
分

は
速

や
か

に
補

修
す

べ
き

で
あ

る
。
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部
名

課
名

頁
指

摘
意

見
内

容

基
盤

整
備

部
土

木
管

理
課

4
4

●
＜

設
備

の
補

修
＞

自
転

車
駐

車
場

の
設

備
を

速
や

か
に

補
修

す
べ

き
で

あ
る

。

基
盤

整
備

部
土

木
管

理
課

4
4

●
＜

利
用

禁
止

車
両

の
駐

車
＞

岐
阜

市
自

転
車

等
駐

車
場

条
例

及
び

同
施

行
規

則
に

よ
り

利
用

が
禁

止
さ

れ
て

い
る

バ
イ

ク
や

原
動

機
付

自
転

車
等

が
駐

車
さ

れ
な

い
よ

う
、

掲
示

板
の

設
置

や
定

期
巡

回
に

よ
る

指
導

等
を

行
う

べ
き

で
あ

る
。

基
盤

整
備

部
土

木
管

理
課

4
4

●
＜

利
用

禁
止

車
両

の
駐

車
＞

岐
阜

市
自

転
車

等
駐

車
場

条
例

及
び

同
施

行
規

則
に

よ
り

利
用

が
禁

止
さ

れ
て

い
る

バ
イ

ク
や

原
動

機
付

自
転

車
等

が
駐

車
さ

れ
て

い
た

場
合

の
措

置
に

関
す

る
定

め
を

同
条

例
又

は
同

施
行

規
則

に
設

け
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

基
盤

整
備

部
土

木
管

理
課

4
6

●
＜

場
外

駐
車

＞
自

転
車

駐
車

場
の

利
用

者
が

、
歩

道
等

の
自

転
車

駐
車

場
外

に
駐

車
す

る
こ

と
の

な
い

よ
う

、
掲

示
板

の
設

置
や

定
期

巡
回

に
よ

る
指

導
等

を
行

う
べ

き
で

あ
る

。

基
盤

整
備

部
土

木
管

理
課

4
6

●
＜

場
外

駐
車

＞
場

外
に

は
み

出
し

て
駐

車
す

る
こ

と
が

恒
常

的
で

あ
る

と
し

た
ら

、
利

用
車

数
に

比
し

て
駐

車
ス

ペ
ー

ス
が

不
足

し
て

い
る

と
思

わ
れ

る
た

め
、

駐
車

ス
ペ

ー
ス

を
拡

張
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

基
盤

整
備

部
土

木
管

理
課

4
7

●
＜

長
期

休
暇

期
間

中
の

通
学

用
自

転
車

＞
高

校
の

長
期

休
暇

期
間

中
に

お
い

て
は

、
通

学
用

自
転

車
の

放
置

状
況

を
調

査
し

て
、

規
則

に
定

め
る

期
間

を
超

え
て

駐
車

さ
れ

て
い

な
い

か
を

確
認

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

基
盤

整
備

部
土

木
管

理
課

4
8

●

＜
利

用
者

に
よ

る
隣

地
通

行
＞

自
転

車
駐

車
場

に
隣

接
す

る
民

間
の

駐
車

場
と

の
境

界
に

フ
ェ

ン
ス

や
ロ

ー
プ

な
ど

を
設

置
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
少

な
く

と
も

、
立

札
を

置
く

等
し

て
、

民
間

の
駐

車
場

を
通

過
し

な
い

よ
う

注
意

喚
起

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

利
用

者
の

便
宜

を
図

る
の

で
あ

れ
ば

、
民

間
の

駐
車

場
の

管
理

者
と

協
議

し
、

通
路

を
設

置
さ

せ
て

も
ら

う
こ

と
が

望
ま

し
い

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

4
8

●
＜

境
界

不
明

＞
境

界
標

を
設

置
す

る
等

し
て

、
都

市
公

園
の

境
界

を
明

ら
か

に
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
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部
名

課
名

頁
指

摘
意

見
内

容

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

4
9

●
＜

境
界

不
明

＞
境

界
標

を
設

置
す

る
等

し
て

、
広

場
の

境
界

を
明

ら
か

に
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

子
ど

も
未

来
部

子
ど

も
支

援
課

4
9

●
＜

境
界

不
明

＞
子

ど
も

遊
び

場
の

境
界

を
明

ら
か

に
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

行
政

部
管

財
課

5
0

●
＜

境
界

不
明

＞
境

界
標

を
設

置
す

る
等

し
て

、
未

利
用

地
の

境
界

を
明

ら
か

に
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

5
1

●

＜
占

用
許

可
条

件
の

未
履

行
＞

占
用

許
可

を
受

け
て

い
る

土
地

に
つ

い
て

、
現

場
に

お
い

て
も

、
占

用
区

域
の

境
界

を
明

ら
か

に
し

て
お

く
べ

き
で

あ
る

。
仮

に
、

そ
の

よ
う

な
境

界
を

明
ら

か
に

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

景
観

を
害

す
る

等
の

事
情

が
あ

る
の

で
あ

れ
ば

、
占

用
区

域
の

境
界

を
明

ら
か

に
す

る
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
い

う
占

用
許

可
の

条
件

を
外

し
て

も
ら

う
よ

う
、

占
用

許
可

を
し

た
主

体
と

の
間

で
調

整
を

図
る

べ
き

で
あ

る
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

5
3

●
＜

任
意

団
体

に
対

す
る

許
可

＞
法

人
格

の
な

い
団

体
に

対
し

て
許

可
を

す
る

場
合

に
は

、
権

利
主

体
と

し
て

認
め

ら
れ

る
か

ど
う

か
を

確
認

し
、

そ
れ

が
確

認
で

き
な

い
場

合
に

は
、

自
然

人
に

対
し

て
の

許
可

を
す

べ
き

で
あ

る
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

5
4

●
＜

特
定

の
団

体
が

使
用

す
る

た
め

の
倉

庫
の

設
置

許
可

＞
施

設
設

置
許

可
を

取
り

消
し

、
撤

去
を

求
め

る
べ

き
で

あ
る

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

5
6

●

＜
市

の
所

有
す

る
倉

庫
（

特
定

の
団

体
が

使
用

）
に

よ
る

占
用

許
可

＞
占

用
許

可
の

要
件

を
充

た
す

も
の

に
限

っ
て

許
可

を
出

す
べ

き
で

あ
る

。
市

所
有

の
倉

庫
を

公
園

利
用

者
の

誰
で

も
が

利
用

で
き

る
よ

う
に

管
理

す
る

か
、

特
定

の
団

体
の

み
が

使
用

す
る

の
で

あ
れ

ば
、

地
方

自
治

法
第

2
3
8
条

の
4
第

7
項

及
び

岐
阜

市
公

有
財

産
規

則
第

2
1

条
第

7
号

に
よ

る
使

用
許

可
に

向
け

た
手

続
の

履
践

を
求

め
る

べ
き

で
あ

る
。
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部
名

課
名

頁
指

摘
意

見
内

容

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

5
7

●

＜
市

に
対

す
る

許
可

の
内

容
＞

公
園

整
備

課
以

外
の

課
が

都
市

公
園

に
設

け
る

物
件

が
「

公
園

施
設

」
に

該
当

し
な

い
場

合
は

、
公

園
施

設
設

置
許

可
の

手
続

で
は

な
く

、
占

用
許

可
の

手
続

（
都

市
公

園
法

第
６

条
第

１
項

）
と

な
り

、
当

該
物

件
が

、
占

用
許

可
を

与
え

る
こ

と
の

で
き

る
「

占
用

物
件

」
（

都
市

公
園

法
第

７
条

、
同

法
施

行
令

第
1
2
条

、
第

1
5
条

、
第

1
6
条

、
第

1
7
条

、
同

法
施

行
規

則
第

５
条

の
２

、
第

５
条

の
３

、
第

６
条

、
第

７
条

、
第

７
条

の
２

、
第

８
条

）
に

該
当

す
る

か
ど

う
か

を
判

断
す

べ
き

で
あ

る
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

5
7

●

＜
市

に
対

す
る

許
可

の
内

容
＞

公
園

整
備

課
以

外
の

課
が

都
市

公
園

に
設

け
る

物
件

が
「

公
園

施
設

」
に

該
当

す
る

場
合

は
、

公
園

管
理

者
で

あ
る

市
が

公
園

施
設

を
設

置
し

て
い

る
も

の
で

あ
る

か
ら

、
先

に
述

べ
た

都
市

公
園

法
第

５
条

の
趣

旨
か

ら
す

れ
ば

、
公

園
施

設
設

置
許

可
の

手
続

は
必

要
な

く
、

今
後

、
同

許
可

の
手

続
は

止
め

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

5
8

●
＜

許
可

書
の

様
式

＞
許

可
書

の
様

式
に

は
、

根
拠

条
文

を
記

載
す

る
箇

所
を

設
け

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
 

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

5
9

●

＜
公

園
施

設
の

設
置

・
管

理
＞

市
が

花
壇

を
設

置
し

た
の

で
あ

れ
ば

、
指

定
管

理
者

の
み

が
花

壇
を

管
理

す
べ

き
で

あ
る

。
な

お
、

花
壇

を
設

置
し

た
の

が
近

隣
住

民
で

あ
る

な
ら

ば
、

民
法

第
2
4
2
条

に
よ

り
植

物
が

土
地

に
附

合
し

た
も

の
と

し
て

市
の

所
有

と
し

、
償

金
請

求
権

（
民

法
第

2
4
8
条

）
の

放
棄

を
し

て
も

ら
う

必
要

が
あ

る
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

6
0

●
＜

都
市

公
園

に
お

け
る

鉢
植

え
等

の
設

置
＞

鉢
植

え
等

の
設

置
者

に
撤

去
を

求
め

る
べ

き
で

あ
る

。

ぎ
ふ

魅
力

づ
く

り
推

進
部

市
民

ス
ポ

ー
ツ

課
6
2

●
＜

屋
外

体
育

施
設

に
お

け
る

花
壇

の
設

置
＞

花
壇

の
設

置
者

を
調

査
し

、
撤

去
を

求
め

る
か

、
地

方
自

治
法

第
2
3
8
条

の
４

第
７

項
及

び
岐

阜
市

公
有

財
産

規
則

第
2
1
条

第
７

号
に

よ
る

使
用

許
可

に
向

け
た

手
続

の
履

践
を

求
め

る
べ

き
で

あ
る

。

8



部
名

課
名

頁
指

摘
意

見
内

容

ま
ち

づ
く

り
推

進
部

住
宅

課
6
3

●
＜

普
通

財
産

に
お

け
る

鉢
植

え
等

の
設

置
＞

鉢
植

え
等

の
設

置
者

を
調

査
し

、
撤

去
を

求
め

る
か

、
普

通
財

産
の

貸
付

手
続

の
履

践
を

求
め

る
べ

き
で

あ
る

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

6
6

●
＜

都
市

公
園

に
お

け
る

物
置

・
コ

ン
テ

ナ
の

設
置

＞
物

置
・

コ
ン

テ
ナ

の
設

置
者

に
撤

去
を

求
め

る
か

、
市

が
寄

附
を

受
け

て
管

理
を

し
、

誰
で

も
利

用
で

き
る

よ
う

に
す

べ
き

で
あ

る
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

6
4

●

＜
都

市
公

園
に

お
け

る
物

置
・

コ
ン

テ
ナ

の
設

置
＞

市
が

物
件

を
設

置
す

る
場

合
又

は
物

件
の

設
置

に
よ

る
占

用
を

許
可

し
た

場
合

に
は

、
当

該
物

件
に

ス
テ

ッ
カ

ー
を

貼
る

等
に

よ
り

、
市

設
置

の
物

、
占

用
許

可
に

よ
り

設
置

さ
れ

た
物

、
無

許
可

で
設

置
さ

れ
た

物
の

い
ず

れ
に

該
当

す
る

の
か

を
外

形
的

に
明

ら
か

に
し

て
お

く
こ

と
が

望
ま

し
い

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

6
6

●
＜

広
場

に
お

け
る

小
屋

の
設

置
＞

小
屋

の
設

置
者

を
調

査
し

、
撤

去
を

求
め

る
か

、
地

方
自

治
法

第
2
3
8
条

の
４

第
７

項
及

び
岐

阜
市

公
有

財
産

規
則

第
2
1
条

第
７

号
に

よ
る

使
用

許
可

に
向

け
た

手
続

の
履

践
を

求
め

る
べ

き
で

あ
る

。

子
ど

も
未

来
部

子
ど

も
支

援
課

6
6

●
＜

子
ど

も
遊

び
場

に
お

け
る

小
屋

の
設

置
＞

倉
庫

の
設

置
者

を
調

査
し

、
撤

去
を

求
め

る
か

、
地

方
自

治
法

第
2
3
8
条

の
４

第
７

項
及

び
岐

阜
市

公
有

財
産

規
則

第
2
1
条

第
７

号
に

よ
る

使
用

許
可

に
向

け
た

手
続

の
履

践
を

求
め

る
べ

き
で

あ
る

。

ぎ
ふ

魅
力

づ
く

り
推

進
部

市
民

ス
ポ

ー
ツ

課
6
7

●
＜

屋
外

体
育

施
設

に
お

け
る

小
屋

の
設

置
＞

物
置

の
設

置
者

を
調

査
し

、
撤

去
を

求
め

る
か

、
地

方
自

治
法

第
2
3
8
条

の
４

第
７

項
及

び
岐

阜
市

公
有

財
産

規
則

第
2
1
条

第
７

号
に

よ
る

使
用

許
可

に
向

け
た

手
続

の
履

践
を

求
め

る
べ

き
で

あ
る

。

行
政

部
管

財
課

6
7

●
＜

普
通

財
産

に
お

け
る

建
物

等
の

設
置

＞
建

物
、

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

舗
装

、
倉

庫
等

の
設

置
者

を
調

査
し

、
撤

去
を

求
め

る
か

、
普

通
財

産
の

貸
付

手
続

の
履

践
を

求
め

る
べ

き
で

あ
る

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

6
9

●
＜

都
市

公
園

に
お

け
る

器
具

・
備

品
の

設
置

＞
器

具
・

備
品

の
所

有
者

を
調

査
し

、
撤

去
を

求
め

る
べ

き
で

あ
る

。
利

用
者

の
便

宜
を

図
る

の
で

あ
れ

ば
、

市
の

所
有

物
品

と
し

、
全

て
の

利
用

者
に

対
し

て
使

用
を

認
め

る
形

に
す

べ
き

で
あ

る
。

9



部
名

課
名

頁
指

摘
意

見
内

容

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

7
0

●

＜
広

場
に

お
け

る
器

具
・

備
品

の
設

置
＞

器
具

・
備

品
の

所
有

者
を

調
査

し
、

撤
去

を
求

め
る

か
、

地
方

自
治

法
第

2
3
8
条

の
４

第
７

項
及

び
岐

阜
市

公
有

財
産

規
則

第
2
1
条

第
７

号
に

よ
る

使
用

許
可

に
向

け
た

手
続

の
履

践
を

求
め

る
べ

き
で

あ
る

。
利

用
者

の
便

宜
を

図
る

の
で

あ
れ

ば
、

市
の

所
有

物
品

と
し

、
全

て
の

利
用

者
に

対
し

て
使

用
を

認
め

る
形

に
す

べ
き

で
あ

る
。

子
ど

も
未

来
部

子
ど

も
支

援
課

7
1

●
＜

子
ど

も
遊

び
場

に
お

け
る

工
作

物
の

設
置

＞
工

作
物

の
設

置
者

を
調

査
し

、
撤

去
を

求
め

る
か

、
地

方
自

治
法

第
2
3
8
条

の
４

第
７

項
及

び
岐

阜
市

公
有

財
産

規
則

第
2
1
条

第
７

号
に

よ
る

使
用

許
可

に
向

け
た

手
続

の
履

践
を

求
め

る
べ

き
で

あ
る

。

ぎ
ふ

魅
力

づ
く

り
推

進
部

市
民

ス
ポ

ー
ツ

課
7
1

●

＜
屋

外
体

育
施

設
に

お
け

る
器

具
・

備
品

の
設

置
＞

器
具

・
備

品
の

設
置

者
を

調
査

し
、

撤
去

を
求

め
る

か
、

地
方

自
治

法
第

2
3
8
条

の
４

第
７

項
及

び
岐

阜
市

公
有

財
産

規
則

第
2
1
条

第
７

号
に

よ
る

使
用

許
可

に
向

け
た

手
続

の
履

践
を

求
め

る
べ

き
で

あ
る

。
利

用
者

の
便

宜
を

図
る

の
で

あ
れ

ば
、

市
の

所
有

物
品

と
し

、
全

て
の

利
用

者
に

対
し

て
使

用
を

認
め

る
形

に
す

べ
き

で
あ

る
。

基
盤

整
備

部
土

木
管

理
課

7
3

●
＜

自
転

車
駐

車
場

に
お

け
る

プ
ラ

ン
タ

ー
の

設
置

＞
近

隣
店

舗
に

確
認

す
る

等
に

よ
り

設
置

者
・

所
有

者
を

調
査

し
、

撤
去

を
求

め
る

か
、

地
方

自
治

法
第

2
3
8
条

の
４

第
７

項
及

び
岐

阜
市

公
有

財
産

規
則

第
2
1
条

第
７

号
に

よ
る

使
用

許
可

に
向

け
た

手
続

の
履

践
を

求
め

る
べ

き
で

あ
る

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

7
3

●
＜

都
市

公
園

に
お

け
る

物
品

の
放

置
＞

物
品

の
所

有
者

を
調

査
し

、
所

有
者

が
特

定
で

き
た

物
品

は
、

撤
去

を
求

め
る

べ
き

で
あ

る
。

所
有

者
を

特
定

す
る

こ
と

が
難

し
い

物
品

は
、

当
該

物
品

を
遺

失
物

と
し

て
所

管
の

警
察

署
長

へ
提

出
す

べ
き

で
あ

る
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

7
3

●
＜

都
市

公
園

に
お

け
る

物
品

の
放

置
＞

物
品

の
放

置
を

禁
止

す
る

旨
の

掲
示

を
設

け
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

7
3

●
＜

都
市

公
園

に
お

け
る

物
品

の
放

置
＞

拾
得

物
が

多
量

で
あ

る
場

合
に

は
、

特
例

施
設

占
有

者
に

指
定

さ
れ

る
た

め
に

岐
阜

県
公

安
委

員
会

へ
申

請
す

る
こ

と
に

つ
い

て
検

討
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

7
5

●
＜

広
場

に
お

け
る

物
品

の
放

置
＞

物
品

の
所

有
者

を
調

査
し

、
所

有
者

が
特

定
で

き
た

物
品

は
、

撤
去

を
求

め
る

べ
き

で
あ

る
。

所
有

者
を

特
定

す
る

こ
と

が
難

し
い

物
品

は
、

当
該

物
品

を
遺

失
物

と
し

て
所

管
の

警
察

署
長

へ
提

出
す

べ
き

で
あ

る
。

1
0



部
名

課
名

頁
指

摘
意

見
内

容

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

7
5

●
＜

広
場

に
お

け
る

物
品

の
放

置
＞

物
品

の
放

置
を

禁
止

す
る

旨
の

掲
示

を
設

け
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

7
5

●
＜

広
場

に
お

け
る

物
品

の
放

置
＞

拾
得

物
が

多
量

で
あ

る
場

合
に

は
、

特
例

施
設

占
有

者
に

指
定

さ
れ

る
た

め
に

岐
阜

県
公

安
委

員
会

へ
申

請
す

る
こ

と
に

つ
い

て
検

討
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

基
盤

整
備

部
土

木
管

理
課

7
5

●
＜

自
転

車
駐

車
場

に
お

け
る

物
品

の
放

置
＞

物
品

の
所

有
者

を
調

査
し

、
所

有
者

が
特

定
で

き
た

物
品

は
、

撤
去

を
求

め
る

べ
き

で
あ

る
。

所
有

者
を

特
定

す
る

こ
と

が
難

し
い

物
品

は
、

当
該

物
品

を
遺

失
物

と
し

て
所

管
の

警
察

署
長

へ
提

出
す

べ
き

で
あ

る
。

基
盤

整
備

部
土

木
管

理
課

7
5

●
＜

自
転

車
駐

車
場

に
お

け
る

物
品

の
放

置
＞

物
品

の
放

置
を

禁
止

す
る

旨
の

掲
示

を
設

け
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

基
盤

整
備

部
土

木
管

理
課

7
5

●
＜

自
転

車
駐

車
場

に
お

け
る

物
品

の
放

置
＞

拾
得

物
が

多
量

で
あ

る
場

合
に

は
、

特
例

施
設

占
有

者
に

指
定

さ
れ

る
た

め
に

岐
阜

県
公

安
委

員
会

へ
申

請
す

る
こ

と
に

つ
い

て
検

討
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

7
7

●
＜

石
碑

の
設

置
＞

石
碑

等
を

設
置

さ
せ

る
と

き
は

、
必

要
な

手
続

を
と

る
と

と
も

に
、

そ
の

経
緯

を
記

し
た

資
料

を
作

成
保

存
し

て
お

く
べ

き
で

あ
る

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

7
9

●
＜

広
場

に
お

け
る

行
為

許
可

＞
根

拠
の

な
い

許
可

制
を

す
べ

き
で

は
な

い
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

7
9

●

＜
都

市
公

園
に

お
け

る
行

為
許

可
＞

グ
ラ

ウ
ン

ド
ゴ

ル
フ

、
ペ

タ
ン

ク
等

の
軽

ス
ポ

ー
ツ

に
つ

い
て

、
条

例
の

適
用

範
囲

を
超

え
た

許
可

制
に

よ
り

独
占

的
利

用
権

を
与

え
る

よ
う

な
こ

と
は

す
べ

き
で

は
な

く
、

横
浜

市
、

川
崎

市
、

和
泉

市
、

白
井

市
等

の
よ

う
に

都
市

公
園

の
自

由
利

用
の

範
囲

内
の

行
為

と
す

べ
き

で
あ

る
。

1
1



部
名

課
名

頁
指

摘
意

見
内

容

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

7
9

●

＜
都

市
公

園
に

お
け

る
行

為
許

可
＞

高
齢

者
に

よ
る

グ
ラ

ウ
ン

ド
ゴ

ル
フ

等
の

需
要

が
高

ま
っ

て
い

る
こ

と
に

鑑
み

れ
ば

、
現

状
の

よ
う

な
曖

昧
か

つ
不

適
切

な
管

理
運

営
で

は
な

く
、

既
存

の
公

園
や

広
場

を
明

確
に

グ
ラ

ウ
ン

ド
ゴ

ル
フ

場
の

施
設

と
し

た
り

、
南

部
ス

ポ
ー

ツ
セ

ン
タ

ー
の

よ
う

に
新

し
く

グ
ラ

ウ
ン

ド
ゴ

ル
フ

場
を

整
備

し
た

り
し

て
、

他
の

ス
ポ

ー
ツ

施
設

と
同

様
に

、
予

約
制

（
そ

の
都

度
の

使
用

申
込

と
承

認
）

に
よ

り
管

理
運

営
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

8
0

●

＜
都

市
公

園
に

お
け

る
行

為
許

可
＞

少
年

野
球

、
少

年
サ

ッ
カ

ー
等

に
つ

い
て

、
条

例
の

適
用

範
囲

を
超

え
た

許
可

制
に

よ
り

特
定

の
団

体
に

独
占

的
利

用
権

を
与

え
る

よ
う

な
こ

と
は

す
べ

き
で

は
な

く
、

他
の

ス
ポ

ー
ツ

施
設

の
利

用
者

と
同

様
に

、
予

約
制

（
そ

の
都

度
の

使
用

申
込

と
承

認
）

に
よ

り
管

理
運

営
す

べ
き

で
あ

る
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

8
1

●
＜

岐
阜

市
都

市
公

園
条

例
第

３
条

第
５

号
の

改
正

＞
岐

阜
市

都
市

公
園

条
例

第
３

条
第

５
号

を
削

除
し

、
第

４
号

を
「

競
技

会
、

展
示

会
、

博
覧

会
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
催

し
の

た
め

に
都

市
公

園
の

全
部

又
は

一
部

を
独

占
し

て
利

用
す

る
こ

と
。

」
と

す
る

条
例

改
正

を
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

8
4

●

＜
都

市
公

園
の

特
定

の
利

用
＞

あ
く

ま
で

も
公

園
だ

と
す

る
の

で
あ

れ
ば

、
特

定
の

人
（

団
体

）
の

た
め

に
だ

け
利

用
さ

れ
る

よ
う

な
実

態
を

改
め

る
べ

き
で

あ
る

。
当

該
公

園
の

性
質

上
、

現
状

の
利

用
実

態
を

継
続

さ
せ

る
し

か
な

い
の

で
あ

れ
ば

、
公

園
と

し
て

は
成

り
立

た
な

い
た

め
、

市
の

所
有

地
な

ら
ば

普
通

財
産

と
し

て
当

該
特

定
の

人
（

団
体

）
に

貸
し

付
け

る
か

、
有

料
の

ス
ポ

ー
ツ

施
設

と
す

べ
き

で
あ

る
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

8
5

●
＜

都
市

公
園

の
特

定
の

利
用

＞
特

定
の

団
体

の
た

め
に

公
園

の
ベ

ン
チ

が
使

用
さ

れ
て

い
る

実
態

を
改

め
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

8
5

●

＜
広

場
の

特
定

の
利

用
＞

あ
く

ま
で

も
広

場
だ

と
す

る
の

で
あ

れ
ば

、
特

定
の

人
（

団
体

）
の

た
め

に
だ

け
利

用
さ

れ
る

よ
う

な
実

態
を

改
め

る
べ

き
で

あ
る

。
当

該
広

場
の

性
質

上
、

現
状

の
利

用
実

態
を

継
続

さ
せ

る
し

か
な

い
の

で
あ

れ
ば

、
広

場
と

し
て

は
成

り
立

た
な

い
た

め
、

市
の

所
有

地
な

ら
ば

普
通

財
産

と
し

て
当

該
特

定
の

人
（

団
体

）
に

貸
し

付
け

る
か

、
有

料
の

ス
ポ

ー
ツ

施
設

と
す

べ
き

で
あ

る
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

8
7

●
＜

開
設

の
経

緯
＞

施
設

を
開

設
す

る
際

に
は

、
開

設
の

経
緯

を
記

し
た

資
料

を
作

成
し

て
保

管
す

べ
き

で
あ

る
。

1
2



部
名

課
名

頁
指

摘
意

見
内

容

子
ど

も
未

来
部

子
ど

も
支

援
課

8
7

●
＜

子
ど

も
遊

び
場

の
特

定
の

利
用

＞
子

ど
も

遊
び

場
の

管
理

団
体

を
把

握
す

べ
き

で
あ

る
。

子
ど

も
未

来
部

子
ど

も
支

援
課

8
7

●
＜

子
ど

も
遊

び
場

の
特

定
の

利
用

＞
特

定
の

団
体

の
た

め
の

も
の

で
あ

れ
ば

、
子

ど
も

遊
び

場
を

廃
止

す
べ

き
で

あ
る

し
、

公
の

施
設

で
あ

る
な

ら
ば

、
不

特
定

多
数

の
子

ど
も

が
利

用
し

や
す

い
よ

う
に

整
備

・
管

理
す

べ
き

で
あ

る
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

8
8

●
＜

市
所

有
の

倉
庫

の
使

用
＞

都
市

公
園

に
市

が
設

置
し

た
倉

庫
は

、
使

用
者

か
ら

鍵
の

返
却

を
受

け
て

市
が

管
理

す
る

か
、

地
方

自
治

法
第

2
3
8
条

の
４

第
７

項
及

び
岐

阜
市

公
有

財
産

規
則

第
2
1
条

第
７

号
に

よ
る

使
用

許
可

に
向

け
た

手
続

の
履

践
を

求
め

る
べ

き
で

あ
る

。

ぎ
ふ

魅
力

づ
く

り
推

進
部

市
民

ス
ポ

ー
ツ

課
8
9

●
＜

市
所

有
の

倉
庫

の
使

用
＞

屋
外

体
育

施
設

に
市

が
設

置
し

た
倉

庫
は

、
使

用
者

か
ら

鍵
の

返
却

を
受

け
て

市
が

管
理

す
る

か
、

地
方

自
治

法
第

2
3
8
条

の
４

第
７

項
及

び
岐

阜
市

公
有

財
産

規
則

第
2
1
条

第
７

号
に

よ
る

使
用

許
可

に
向

け
た

手
続

の
履

践
を

求
め

る
べ

き
で

あ
る

。

経
済

部
労

働
雇

用
課

8
9

●
＜

市
所

有
の

フ
ェ

ン
ス

の
使

用
＞

市
の

土
地

の
フ

ェ
ン

ス
を

私
的

利
用

さ
せ

な
い

よ
う

に
管

理
す

べ
き

で
あ

る
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

9
0

●
＜

公
園

駐
車

場
の

駐
車

＞
公

園
駐

車
場

に
公

園
利

用
者

以
外

の
駐

車
を

禁
止

す
る

旨
の

掲
示

を
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

子
ど

も
未

来
部

子
ど

も
支

援
課

9
0

●

＜
子

ど
も

遊
び

場
に

お
け

る
無

断
駐

車
＞

車
両

所
有

者
に

撤
去

を
求

め
る

と
と

も
に

、
無

断
駐

車
さ

れ
な

い
よ

う
ロ

ー
プ

を
張

る
等

の
措

置
を

講
じ

る
べ

き
で

あ
る

。
駐

車
を

容
認

す
る

の
で

あ
れ

ば
、

子
ど

も
遊

び
場

を
廃

止
し

て
普

通
財

産
と

し
た

上
で

、
駐

車
場

と
し

て
の

貸
付

手
続

の
履

践
を

求
め

る
べ

き
で

あ
る

。

行
政

部
管

財
課

9
0

●
＜

未
利

用
地

に
お

け
る

無
断

駐
車

＞
車

両
所

有
者

に
撤

去
を

求
め

る
と

と
も

に
、

無
断

駐
車

さ
れ

な
い

よ
う

ロ
ー

プ
を

張
る

等
の

措
置

を
講

じ
る

べ
き

で
あ

る
。

駐
車

を
容

認
す

る
の

で
あ

れ
ば

、
駐

車
場

と
し

て
の

貸
付

手
続

の
履

践
を

求
め

る
べ

き
で

あ
る

。

1
3



部
名

課
名

頁
指

摘
意

見
内

容

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

9
1

●

＜
都

市
公

園
に

お
け

る
恒

常
的

な
通

行
使

用
＞

公
園

を
恒

常
的

に
通

行
し

て
い

る
当

該
住

宅
の

所
有

者
に

対
し

て
、

そ
の

敷
地

へ
の

出
入

口
を

道
路

側
へ

設
置

す
る

よ
う

求
め

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
少

な
く

と
も

、
公

園
を

恒
常

的
に

通
行

す
る

こ
と

に
つ

い
て

承
諾

す
る

の
か

し
な

い
の

か
を

明
確

に
し

て
お

く
こ

と
が

望
ま

し
い

。

行
政

部
管

財
課

9
2

●
＜

未
利

用
地

の
恒

常
的

な
通

行
使

用
＞

違
法

に
通

行
さ

れ
て

い
る

状
態

を
是

正
す

べ
く

、
貸

付
手

続
の

履
践

を
求

め
る

べ
き

で
あ

る
。

行
政

部
管

財
課

9
3

●
＜

不
明

者
に

よ
る

使
用

＞
貸

付
先

の
連

絡
先

が
分

か
ら

な
く

な
る

こ
と

が
な

い
よ

う
に

管
理

す
べ

き
で

あ
る

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

9
5

●
＜

指
定

管
理

者
の

間
接

経
費

＞
収

支
予

算
書

に
間

接
経

費
の

算
定

根
拠

を
記

載
さ

せ
る

べ
き

で
あ

る
。

長
野

市
は

、
指

定
管

理
者

制
度

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
よ

り
、

か
か

る
指

導
を

し
て

い
る

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

9
5

●

＜
指

定
管

理
者

の
間

接
経

費
＞

直
接

経
費

に
対

す
る

間
接

経
費

の
比

率
を

適
切

な
も

の
に

し
て

、
適

切
な

指
定

管
理

料
と

な
る

よ
う

、
基

本
的

な
間

接
経

費
の

比
率

を
定

め
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

熊
本

市
は

、
指

定
管

理
者

制
度

運
用

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

よ
り

、
「

人
件

費
に

一
般

管
理

費
率

（
1
0
,
0
0
0

千
円

ま
で

５
％

、
1
0
0
,
0
0
0

千
円

ま
で

４
．

５
％

、
2
0
0
,
0
0
0

千
円

ま
で

４
％

、
2
0
0
,
0
0
0

千
円

超
３

．
５

％
）

を
乗

じ
、

積
み

上
げ

た
額

と
す

る
。

」
と

定
め

て
い

る
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

9
8

●

＜
指

定
管

理
者

の
間

接
経

費
＞

収
支

予
算

書
で

提
示

さ
れ

た
間

接
経

費
の

変
更

は
、

原
則

と
し

て
認

め
る

べ
き

で
は

な
い

。
も

し
、

状
況

等
の

変
化

に
よ

り
変

更
を

行
な

う
必

要
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

理
由

と
算

定
根

拠
を

示
さ

せ
る

べ
き

で
あ

る
。

長
野

市
は

、
指

定
管

理
者

制
度

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
よ

り
、

か
か

る
指

導
を

し
て

い
る

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

9
9

●
＜

指
定

管
理

者
の

再
委

託
＞

事
業

報
告

書
の

提
出

を
受

け
る

際
に

は
、

支
出

内
訳

明
細

書
も

提
出

さ
せ

る
べ

き
で

あ
る

。

1
4



部
名

課
名

頁
指

摘
意

見
内

容

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
0
0

●
＜

指
定

管
理

者
の

再
委

託
＞

指
定

管
理

者
＋

再
委

託
の

場
合

と
直

営
＋

委
託

の
場

合
と

の
コ

ス
ト

を
比

較
検

討
し

、
い

ず
れ

の
管

理
方

法
が

適
切

で
あ

る
の

か
を

判
断

し
た

上
で

、
そ

の
検

討
及

び
判

断
の

経
過

を
記

録
に

残
す

こ
と

が
望

ま
し

い
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
0
1

●

＜
管

理
の

あ
り

方
＞

指
定

管
理

者
が

、
維

持
管

理
業

務
の

み
に

留
ま

ら
ず

、
運

営
ノ

ウ
ハ

ウ
を

活
用

し
て

、
公

園
の

効
用

や
機

能
を

発
揮

さ
せ

て
、

利
用

者
の

満
足

度
の

向
上

や
利

用
促

進
に

努
め

る
と

い
う

業
務

を
具

体
的

に
ど

の
よ

う
に

遂
行

し
て

い
る

か
、

そ
の

効
果

は
具

体
的

に
ど

う
な

っ
て

い
る

か
と

い
う

観
点

で
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

を
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
今

回
の

指
定

管
理

期
間

が
終

了
す

る
際

に
は

、
維

持
管

理
ノ

ウ
ハ

ウ
だ

け
で

は
な

く
、

運
営

ノ
ウ

ハ
ウ

を
活

用
し

て
、

公
園

の
効

用
や

機
能

を
発

揮
さ

せ
て

、
利

用
者

の
満

足
度

の
向

上
や

利
用

促
進

に
努

め
る

と
い

う
観

点
を

重
視

し
て

、
指

定
管

理
者

を
募

集
・

選
定

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ま
た

、
公

園
全

体
の

指
定

管
理

で
は

な
く

、
飲

食
店

等
の

収
益

施
設

に
は

公
募

設
置

管
理

制
度

（
P
F
I
）

を
導

入
し

、
そ

の
他

の
管

理
は

委
託

で
行

う
と

い
う

管
理

方
法

を
検

討
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

財
政

部
行

財
政

改
革

課
1
0
3

●

＜
運

用
に

関
す

る
ル

ー
ル

の
充

実
及

び
公

表
＞

「
岐

阜
市

指
定

管
理

者
制

度
事

務
取

扱
要

領
」

に
つ

い
て

、
行

財
政

改
革

課
が

所
管

課
に

宛
て

て
事

務
手

続
を

示
す

も
の

で
は

な
く

、
応

募
者

及
び

指
定

管
理

者
に

向
け

て
、

特
に

問
題

に
な

る
間

接
経

費
、

再
委

託
、

自
主

事
業

等
に

関
す

る
ル

ー
ル

を
定

め
た

り
、

指
定

管
理

者
に

具
体

的
に

求
め

る
こ

と
を

定
め

た
り

す
る

等
に

よ
り

充
実

さ
せ

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
熊

本
市

の
指

定
管

理
者

制
度

運
用

マ
ニ

ュ
ア

ル
が

参
考

に
な

る
。

財
政

部
行

財
政

改
革

課
1
0
3

●
＜

運
用

に
関

す
る

ル
ー

ル
の

充
実

及
び

公
表

＞
指

定
管

理
者

制
度

の
透

明
性

を
高

め
、

市
民

に
説

明
責

任
を

果
た

す
た

め
、

「
岐

阜
市

指
定

管
理

者
制

度
事

務
取

扱
要

領
」

は
、

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

で
公

表
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
0
4

●

＜
境

川
緑

道
公

園
の

あ
り

方
＞

境
川

緑
道

公
園

に
は

地
域

や
利

用
者

か
ら

何
が

求
め

ら
れ

て
い

る
の

か
を

具
体

的
に

把
握

し
、

そ
れ

に
応

え
る

だ
け

の
魅

力
あ

る
公

園
と

な
る

よ
う

再
整

備
を

検
討

す
べ

き
で

あ
る

。
ま

ず
も

っ
て

、
1
7
3
,
9
9
9
㎡

も
の

広
さ

が
果

た
し

て
必

要
な

の
か

を
検

討
し

、
管

理
コ

ス
ト

も
考

慮
し

有
効

か
つ

適
切

な
範

囲
に

す
べ

き
で

あ
る

。
駐

車
場

の
整

備
等

、
市

民
が

利
用

し
や

す
く

す
る

た
め

の
方

策
も

検
討

す
べ

き
で

あ
る

。
ほ

と
ん

ど
草

刈
等

を
す

る
だ

け
の

指
定

管
理

で
は

な
く

、
公

園
の

魅
力

を
向

上
さ

せ
る

た
め

の
指

定
管

理
等

、
民

間
活

力
の

導
入

も
検

討
す

べ
き

で
あ

る
。

1
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部
名

課
名

頁
指

摘
意

見
内

容

経
済

部
農

林
課

1
0
6

●
＜

な
が

ら
川

ふ
れ

あ
い

の
森

の
あ

り
方

＞
受

益
者

負
担

の
原

則
か

ら
、

入
園

料
を

徴
収

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

せ
め

て
寄

付
金

ボ
ッ

ク
ス

を
置

く
こ

と
が

望
ま

し
い

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
0
7

●
＜

施
設

と
し

て
の

実
態

が
な

い
都

市
公

園
＞

施
設

と
し

て
の

実
態

が
な

い
都

市
公

園
は

、
都

市
公

園
と

し
て

利
用

で
き

る
よ

う
に

整
備

す
る

か
、

廃
止

し
て

所
有

者
に

返
還

す
べ

き
で

あ
る

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
0
7

●
＜

施
設

と
し

て
の

実
態

が
な

い
広

場
（

市
有

地
）

＞
施

設
と

し
て

の
実

態
が

な
い

広
場

（
市

有
地

）
は

、
廃

止
し

て
普

通
財

産
と

す
べ

き
で

あ
る

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
0
8

●
＜

施
設

と
言

い
難

い
広

場
＞

花
壇

を
維

持
す

る
の

で
あ

れ
ば

、
適

切
な

施
設

と
し

て
位

置
付

け
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
0
8

●
＜

施
設

と
し

て
の

実
態

が
な

い
広

場
（

国
有

地
・

県
有

地
）

＞
施

設
と

し
て

の
実

態
が

な
い

広
場

（
国

有
地

・
県

有
地

）
は

、
廃

止
し

て
占

用
許

可
の

取
消

し
を

求
め

る
べ

き
で

あ
る

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
0
9

●
＜

施
設

と
し

て
の

実
態

が
な

い
広

場
（

民
有

地
）

＞
施

設
と

し
て

の
実

態
が

な
い

広
場

（
民

有
地

）
は

、
廃

止
し

て
土

地
を

所
有

者
に

返
還

す
べ

き
で

あ
る

。

子
ど

も
未

来
部

子
ど

も
支

援
課

1
0
9

●
＜

施
設

と
し

て
の

実
態

が
な

い
子

ど
も

遊
び

場
（

市
有

地
）

＞
施

設
と

し
て

の
実

態
が

な
い

子
ど

も
遊

び
場

（
市

有
地

）
は

、
廃

止
し

て
普

通
財

産
と

す
べ

き
で

あ
る

。

子
ど

も
未

来
部

子
ど

も
支

援
課

1
1
1

●
＜

施
設

と
し

て
の

実
態

が
な

い
子

ど
も

遊
び

場
（

国
有

地
・

県
有

地
）

＞
施

設
と

し
て

の
実

態
が

な
い

子
ど

も
遊

び
場

（
国

有
地

・
県

有
地

）
は

、
廃

止
し

て
占

用
許

可
の

取
消

し
を

求
め

る
べ

き
で

あ
る

。

1
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部
名

課
名

頁
指

摘
意

見
内

容

子
ど

も
未

来
部

子
ど

も
支

援
課

1
1
1

●
＜

施
設

と
し

て
の

実
態

が
な

い
子

ど
も

遊
び

場
（

民
有

地
）

＞
施

設
と

し
て

の
実

態
が

な
い

子
ど

も
遊

び
場

（
民

有
地

）
は

、
廃

止
し

て
土

地
を

所
有

者
に

返
還

す
べ

き
で

あ
る

。

基
盤

整
備

部
土

木
管

理
課

1
1
2

●
＜

未
利

用
の

自
転

車
駐

車
場

＞
野

一
色

自
転

車
駐

車
場

及
び

下
芥

見
駅

自
転

車
駐

車
場

を
速

や
か

に
廃

止
す

べ
き

で
あ

る
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
1
3

●
＜

低
利

用
の

都
市

公
園

＞
低

利
用

の
都

市
公

園
は

、
都

市
公

園
と

し
て

の
利

用
度

が
向

上
す

る
よ

う
整

備
す

べ
き

で
あ

る
。

整
備

し
な

い
の

で
あ

れ
ば

、
廃

止
し

て
、

市
有

地
で

あ
れ

ば
普

通
財

産
と

し
、

民
有

地
で

あ
れ

ば
所

有
者

に
返

還
す

べ
き

で
あ

る
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
1
4

●
＜

低
利

用
の

広
場

（
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
）

＞
こ

の
広

場
を

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

と
し

て
維

持
す

る
の

で
あ

れ
ば

、
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
と

し
て

の
利

用
度

が
向

上
す

る
よ

う
整

備
す

べ
き

で
あ

る
。

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

と
し

て
の

利
用

度
が

向
上

し
な

い
の

で
あ

れ
ば

、
廃

止
し

て
占

用
許

可
の

取
消

し
を

求
め

る
べ

き
で

あ
る

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
1
4

●
＜

低
利

用
の

広
場

（
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
）

＞
こ

の
広

場
を

ス
ケ

ー
ト

ボ
ー

ド
場

と
す

る
こ

と
を

検
討

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

例
え

ば
、

碧
南

市
は

、
海

沿
い

に
ス

ケ
ー

ト
ボ

ー
ド

パ
ー

ク
を

整
備

し
て

い
る

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
1
4

●
＜

低
利

用
の

広
場

＞
低

利
用

の
広

場
は

、
広

場
と

し
て

の
利

用
度

が
向

上
す

る
よ

う
整

備
す

べ
き

で
あ

る
。

整
備

し
な

い
の

で
あ

れ
ば

、
廃

止
し

て
、

市
有

地
で

あ
れ

ば
普

通
財

産
と

し
、

民
有

地
で

あ
れ

ば
所

有
者

に
返

還
す

べ
き

で
あ

る
。

子
ど

も
未

来
部

子
ど

も
支

援
課

1
1
5

●
＜

低
利

用
の

子
ど

も
遊

び
場

＞
低

利
用

の
子

ど
も

遊
び

場
は

、
子

ど
も

遊
び

場
と

し
て

の
利

用
度

が
向

上
す

る
よ

う
整

備
す

べ
き

で
あ

る
。

整
備

し
な

い
の

で
あ

れ
ば

、
廃

止
し

て
、

市
有

地
で

あ
れ

ば
普

通
財

産
と

し
、

民
有

地
で

あ
れ

ば
所

有
者

に
返

還
す

べ
き

で
あ

る
。

基
盤

整
備

部
土

木
管

理
課

1
1
6

●
＜

低
利

用
の

自
転

車
駐

車
場

＞
利

用
率

を
調

査
の

上
、

い
ず

れ
か

一
方

で
足

り
る

の
で

あ
れ

ば
、

も
う

一
方

は
廃

止
し

て
返

還
す

べ
き

で
あ

る
。

1
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部
名

課
名

頁
指

摘
意

見
内

容

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
1
7

●
＜

占
用

許
可

を
受

け
る

範
囲

＞
真

に
公

園
と

し
て

借
り

受
け

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
範

囲
を

吟
味

し
た

上
で

、
占

用
許

可
を

受
け

る
べ

き
で

あ
る

。

基
盤

整
備

部
土

木
管

理
課

1
1
9

●
＜

自
転

車
駐

車
場

の
整

備
＞

一
時

利
用

の
需

要
に

見
合

っ
た

数
の

駐
車

が
で

き
る

よ
う

、
自

転
車

駐
車

場
を

整
備

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
2
0

●
＜

大
縄

場
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
の

設
置

根
拠

＞
忠

節
橋

下
流

広
場

で
あ

る
大

縄
場

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

は
、

広
場

と
し

て
は

廃
止

し
て

岐
阜

市
屋

外
体

育
施

設
条

例
の

定
め

る
屋

外
体

育
施

設
に

加
え

る
べ

き
で

あ
る

。

ぎ
ふ

魅
力

づ
く

り
推

進
部

市
民

ス
ポ

ー
ツ

課
1
2
1

●
＜

フ
ィ

ー
ル

ド
か

け
ぼ

ら
の

設
置

根
拠

＞
フ

ィ
ー

ル
ド

か
け

ぼ
ら

は
、

岐
阜

市
屋

外
体

育
施

設
条

例
の

定
め

る
屋

外
体

育
施

設
に

加
え

る
か

、
余

熱
利

用
施

設
条

例
の

定
め

る
施

設
に

加
え

る
べ

き
で

あ
る

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
2
1

●

＜
都

市
公

園
の

運
動

施
設

で
あ

る
こ

と
の

見
直

し
＞

運
動

施
設

が
設

置
さ

れ
て

い
る

都
市

公
園

に
つ

い
て

は
、

運
動

施
設

の
敷

地
面

積
の

割
合

、
園

路
や

植
栽

の
よ

う
な

公
園

的
施

設
の

有
無

等
を

確
認

し
、

そ
の

ま
ま

で
は

都
市

公
園

と
し

て
は

存
続

し
難

い
も

の
に

つ
い

て
は

、
公

園
と

し
て

は
廃

止
し

て
岐

阜
市

屋
外

体
育

施
設

条
例

の
定

め
る

屋
外

体
育

施
設

に
加

え
る

か
、

公
園

的
施

設
を

整
備

す
る

等
に

よ
り

都
市

公
園

と
い

え
る

だ
け

の
実

質
が

あ
る

よ
う

に
整

備
す

べ
き

で
あ

る
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
2
2

●
＜

所
管

課
の

一
元

化
＞

ス
ポ

ー
ツ

施
設

に
つ

い
て

は
、

公
園

だ
か

ら
と

い
う

杓
子

定
規

な
考

え
で

は
な

く
、

公
園

で
あ

る
も

の
も

公
園

で
な

い
も

の
も

一
括

し
て

、
岐

阜
市

ス
ポ

ー
ツ

推
進

計
画

を
担

う
市

民
ス

ポ
ー

ツ
課

が
所

管
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

ぎ
ふ

魅
力

づ
く

り
推

進
部

市
民

ス
ポ

ー
ツ

課
1
2
2

●
＜

所
管

課
の

一
元

化
＞

ス
ポ

ー
ツ

施
設

に
つ

い
て

は
、

公
園

だ
か

ら
と

い
う

杓
子

定
規

な
考

え
で

は
な

く
、

公
園

で
あ

る
も

の
も

公
園

で
な

い
も

の
も

一
括

し
て

、
岐

阜
市

ス
ポ

ー
ツ

推
進

計
画

を
担

う
市

民
ス

ポ
ー

ツ
課

が
所

管
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
2
2

●
＜

ス
ポ

ー
ツ

施
設

の
一

元
化

＞
公

園
施

設
と

な
っ

て
い

る
ス

ポ
ー

ツ
施

設
を

全
て

屋
外

体
育

施
設

条
例

に
基

づ
く

屋
外

体
育

施
設

と
し

て
定

め
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

1
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部
名

課
名

頁
指

摘
意

見
内

容

ぎ
ふ

魅
力

づ
く

り
推

進
部

市
民

ス
ポ

ー
ツ

課
1
2
2

●
＜

ス
ポ

ー
ツ

施
設

の
一

元
化

＞
公

園
施

設
と

な
っ

て
い

る
ス

ポ
ー

ツ
施

設
を

全
て

屋
外

体
育

施
設

条
例

に
基

づ
く

屋
外

体
育

施
設

と
し

て
定

め
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
2
3

●
＜

利
用

実
績

の
把

握
＞

ス
ポ

ー
ツ

施
設

の
利

用
実

績
を

適
切

に
把

握
す

る
た

め
、

利
用

件
数

や
利

用
人

数
だ

け
で

な
く

、
利

用
時

間
の

占
有

率
を

把
握

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ぎ
ふ

魅
力

づ
く

り
推

進
部

市
民

ス
ポ

ー
ツ

課
1
2
3

●
＜

利
用

実
績

の
把

握
＞

ス
ポ

ー
ツ

施
設

の
利

用
実

績
を

適
切

に
把

握
す

る
た

め
、

利
用

件
数

や
利

用
人

数
だ

け
で

な
く

、
利

用
時

間
の

占
有

率
を

把
握

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
2
4

●
＜

利
用

実
績

の
把

握
＞

当
該

施
設

が
ど

れ
だ

け
広

く
市

民
に

利
用

さ
れ

て
い

る
の

か
を

把
握

す
る

た
め

、
優

先
貸

付
団

体
と

、
そ

う
で

な
い

団
体

又
は

個
人

と
、

区
別

し
て

、
利

用
件

数
、

利
用

人
数

、
利

用
時

間
を

集
計

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ぎ
ふ

魅
力

づ
く

り
推

進
部

市
民

ス
ポ

ー
ツ

課
1
2
4

●
＜

利
用

実
績

の
把

握
＞

当
該

施
設

が
ど

れ
だ

け
広

く
市

民
に

利
用

さ
れ

て
い

る
の

か
を

把
握

す
る

た
め

、
優

先
貸

付
団

体
と

、
そ

う
で

な
い

団
体

又
は

個
人

と
、

区
別

し
て

、
利

用
件

数
、

利
用

人
数

、
利

用
時

間
を

集
計

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
2
4

●

＜
無

料
公

園
施

設
の

予
約

制
の

根
拠

＞
無

料
公

園
施

設
の

う
ち

ス
ポ

ー
ツ

施
設

に
つ

い
て

、
現

在
の

使
用

申
込

書
の

提
出

及
び

使
用

承
認

書
の

発
行

と
い

う
事

務
を

維
持

す
る

の
で

あ
れ

ば
、

そ
の

使
用

に
関

す
る

条
項

を
岐

阜
市

都
市

公
園

条
例

に
設

け
、

そ
の

詳
細

を
同

条
例

施
行

規
則

に
定

め
る

べ
き

で
あ

る
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
2
6

●

＜
使

用
料

減
免

の
内

規
＞

公
の

施
設

の
使

用
申

込
み

・
使

用
制

限
や

使
用

料
の

減
免

に
関

す
る

定
め

は
、

い
ず

れ
も

市
民

の
施

設
を

使
用

す
る

権
利

又
は

義
務

に
関

す
る

こ
と

で
あ

る
か

ら
、

明
示

さ
れ

て
い

な
い

内
規

で
は

な
く

、
規

則
で

定
め

て
公

表
す

べ
き

で
あ

る
。

酒
田

市
は

、
公

の
施

設
の

使
用

料
に

係
る

減
免

要
件

を
明

示
す

る
た

め
、

酒
田

市
体

育
施

設
設

置
管

理
条

例
施

行
規

則
を

改
正

し
て

い
る

。

1
9



部
名

課
名

頁
指

摘
意

見
内

容

ぎ
ふ

魅
力

づ
く

り
推

進
部

市
民

ス
ポ

ー
ツ

課
1
2
6

●

＜
使

用
料

減
免

の
内

規
＞

公
の

施
設

の
使

用
申

込
み

・
使

用
制

限
や

使
用

料
の

減
免

に
関

す
る

定
め

は
、

い
ず

れ
も

市
民

の
施

設
を

使
用

す
る

権
利

又
は

義
務

に
関

す
る

こ
と

で
あ

る
か

ら
、

内
規

で
は

な
く

、
規

則
で

定
め

て
公

表
す

べ
き

で
あ

る
。

酒
田

市
は

、
公

の
施

設
の

使
用

料
に

係
る

減
免

要
件

を
明

示
す

る
た

め
、

酒
田

市
体

育
施

設
設

置
管

理
条

例
施

行
規

則
を

改
正

し
て

い
る

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
2
6

●

＜
使

用
料

減
免

の
内

規
＞

減
免

の
対

象
者

や
使

用
目

的
が

、
受

益
者

負
担

の
原

則
の

例
外

と
し

て
適

正
で

あ
る

の
か

、
負

担
の

公
平

さ
が

担
保

さ
れ

て
い

る
の

か
、

改
め

て
検

討
す

る
と

と
も

に
、

例
え

ば
、

市
民

個
人

や
団

体
が

奉
仕

活
動

、
地

域
活

性
化

等
の

目
的

で
使

用
す

る
場

合
の

よ
う

に
、

他
に

も
使

用
料

減
免

の
要

件
に

加
え

た
ほ

う
が

い
い

場
合

が
な

い
か

ど
う

か
、

検
討

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ぎ
ふ

魅
力

づ
く

り
推

進
部

市
民

ス
ポ

ー
ツ

課
1
2
6

●

＜
使

用
料

減
免

の
内

規
＞

減
免

の
対

象
者

や
使

用
目

的
が

、
受

益
者

負
担

の
原

則
の

例
外

と
し

て
適

正
で

あ
る

の
か

、
負

担
の

公
平

さ
が

担
保

さ
れ

て
い

る
の

か
、

改
め

て
検

討
す

る
と

と
も

に
、

例
え

ば
、

市
民

個
人

や
団

体
が

奉
仕

活
動

、
地

域
活

性
化

等
の

目
的

で
使

用
す

る
場

合
の

よ
う

に
、

他
に

も
使

用
料

減
免

の
要

件
に

加
え

た
ほ

う
が

い
い

場
合

が
な

い
か

ど
う

か
、

検
討

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
2
6

●
＜

使
用

料
減

免
の

公
表

＞
公

の
施

設
の

使
用

料
の

受
益

者
負

担
の

適
正

化
や

負
担

の
公

平
さ

の
説

明
責

任
を

果
た

す
た

め
、

施
設

数
、

件
数

等
の

減
免

実
績

を
、

半
年

ご
と

に
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

公
表

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

酒
田

市
は

、
こ

の
よ

う
な

事
務

を
行

っ
て

い
る

。

ぎ
ふ

魅
力

づ
く

り
推

進
部

市
民

ス
ポ

ー
ツ

課
1
2
6

●
＜

使
用

料
減

免
の

公
表

＞
公

の
施

設
の

使
用

料
の

受
益

者
負

担
の

適
正

化
や

負
担

の
公

平
さ

の
説

明
責

任
を

果
た

す
た

め
、

施
設

数
、

件
数

等
の

減
免

実
績

を
、

半
年

ご
と

に
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

公
表

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

酒
田

市
は

、
こ

の
よ

う
な

事
務

を
行

っ
て

い
る

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
2
8

●
＜

使
用

方
法

や
使

用
制

限
の

公
表

＞
個

別
の

施
設

案
内

の
ペ

ー
ジ

に
お

い
て

も
、

抽
選

会
に

関
す

る
記

載
等

の
使

用
方

法
や

使
用

制
限

等
に

関
す

る
事

項
を

公
表

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ぎ
ふ

魅
力

づ
く

り
推

進
部

市
民

ス
ポ

ー
ツ

課
1
2
8

●
＜

使
用

方
法

や
使

用
制

限
の

公
表

＞
個

別
の

施
設

案
内

の
ペ

ー
ジ

に
お

い
て

も
、

抽
選

会
に

関
す

る
記

載
等

の
使

用
方

法
や

使
用

制
限

等
に

関
す

る
事

項
を

公
表

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

2
0



部
名

課
名

頁
指

摘
意

見
内

容

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
2
8

●
＜

優
先

貸
付

団
体

の
定

め
と

公
表

＞
優

先
貸

付
団

体
の

名
称

及
び

優
先

態
様

に
つ

い
て

、
規

則
で

定
め

て
公

表
す

べ
き

で
あ

る
。

ぎ
ふ

魅
力

づ
く

り
推

進
部

市
民

ス
ポ

ー
ツ

課
1
2
8

●
＜

優
先

貸
付

団
体

の
定

め
と

公
表

＞
優

先
貸

付
団

体
の

名
称

及
び

優
先

態
様

に
つ

い
て

、
規

則
で

定
め

て
公

表
す

べ
き

で
あ

る
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
2
8

●
＜

優
先

貸
付

団
体

の
利

用
枠

＞
実

際
に

優
先

貸
付

団
体

に
割

り
当

て
た

利
用

枠
を

市
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

で
公

表
す

る
と

と
も

に
、

優
先

貸
付

団
体

が
利

用
枠

を
利

用
し

な
く

な
っ

た
場

合
に

は
、

速
や

か
に

こ
れ

を
開

放
す

る
ル

ー
ル

を
設

け
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ぎ
ふ

魅
力

づ
く

り
推

進
部

市
民

ス
ポ

ー
ツ

課
1
2
8

●
＜

優
先

貸
付

団
体

の
利

用
枠

＞
実

際
に

優
先

貸
付

団
体

に
割

り
当

て
た

利
用

枠
を

市
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

で
公

表
す

る
と

と
も

に
、

優
先

貸
付

団
体

が
利

用
枠

を
利

用
し

な
く

な
っ

た
場

合
に

は
、

速
や

か
に

こ
れ

を
開

放
す

る
ル

ー
ル

を
設

け
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
2
9

●

＜
使

用
申

込
み

の
窓

口
＞

岐
阜

市
サ

ッ
カ

ー
協

会
や

岐
阜

市
ラ

グ
ビ

ー
協

会
を

使
用

申
込

み
の

窓
口

に
す

る
事

務
を

維
持

す
る

の
で

あ
れ

ば
、

そ
れ

ら
が

使
用

申
込

み
を

受
け

付
け

る
権

限
を

適
法

に
有

す
る

こ
と

と
な

る
た

め
の

手
続

を
と

る
べ

き
で

あ
る

。
適

切
な

手
続

を
と

ら
な

い
の

で
あ

れ
ば

、
市

が
使

用
申

込
み

を
受

け
付

け
る

べ
き

で
あ

る
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
2
9

●
＜

無
料

ス
ポ

ー
ツ

施
設

の
予

約
方

法
＞

無
料

ス
ポ

ー
ツ

施
設

に
つ

い
て

も
、

有
料

ス
ポ

ー
ツ

施
設

と
同

様
に

公
共

施
設

予
約

シ
ス

テ
ム

で
の

予
約

と
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

ぎ
ふ

魅
力

づ
く

り
推

進
部

市
民

ス
ポ

ー
ツ

課
1
2
9

●
＜

無
料

ス
ポ

ー
ツ

施
設

の
予

約
方

法
＞

無
料

ス
ポ

ー
ツ

施
設

に
つ

い
て

も
、

有
料

ス
ポ

ー
ツ

施
設

と
同

様
に

公
共

施
設

予
約

シ
ス

テ
ム

で
の

予
約

と
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
3
0

●
＜

利
用

度
の

向
上

＞
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
の

利
用

度
を

向
上

さ
せ

る
た

め
、

よ
り

広
い

更
衣

室
、

シ
ャ

ワ
ー

ル
ー

ム
の

整
備

を
検

討
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
敷

地
内

に
あ

る
少

年
自

然
の

家
を

活
用

す
る

こ
と

も
考

え
ら

れ
る

。

2
1



部
名

課
名

頁
指

摘
意

見
内

容

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
3
0

●
＜

無
料

ス
ポ

ー
ツ

施
設

の
有

料
化

＞
無

料
ス

ポ
ー

ツ
施

設
に

つ
い

て
は

、
受

益
者

負
担

の
原

則
か

ら
す

れ
ば

、
有

料
に

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ぎ
ふ

魅
力

づ
く

り
推

進
部

市
民

ス
ポ

ー
ツ

課
1
3
0

●
＜

無
料

ス
ポ

ー
ツ

施
設

の
有

料
化

＞
無

料
ス

ポ
ー

ツ
施

設
に

つ
い

て
は

、
受

益
者

負
担

の
原

則
か

ら
す

れ
ば

、
有

料
に

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
3
0

●
＜

無
料

ス
ポ

ー
ツ

施
設

の
集

約
＞

少
子

高
齢

化
と

人
口

減
少

、
財

源
の

縮
小

化
に

鑑
み

れ
ば

、
同

種
の

無
料

ス
ポ

ー
ツ

施
設

を
集

約
し

て
い

く
こ

と
が

望
ま

し
い

。

ぎ
ふ

魅
力

づ
く

り
推

進
部

市
民

ス
ポ

ー
ツ

課
1
3
0

●
＜

無
料

ス
ポ

ー
ツ

施
設

の
集

約
＞

少
子

高
齢

化
と

人
口

減
少

、
財

源
の

縮
小

化
に

鑑
み

れ
ば

、
同

種
の

無
料

ス
ポ

ー
ツ

施
設

を
集

約
し

て
い

く
こ

と
が

望
ま

し
い

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
3
2

●
＜

広
場

の
あ

り
方

＞
ま

ず
も

っ
て

、
全

て
の

広
場

に
つ

い
て

、
現

状
を

し
っ

か
り

と
調

査
し

、
整

理
す

べ
き

で
あ

る
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
3
2

●

＜
広

場
の

あ
り

方
＞

現
状

の
調

査
及

び
整

理
を

し
た

上
で

、
当

該
地

域
住

民
の

推
移

、
年

齢
構

成
、

意
向

等
、

公
園

や
子

ど
も

遊
び

場
等

の
近

隣
の

同
種

施
設

と
の

関
係

性
、

当
該

地
域

の
将

来
像

等
を

調
査

把
握

す
べ

き
で

あ
る

。
そ

の
上

で
、

当
該

広
場

ご
と

に
、

何
の

目
的

の
施

設
と

し
て

い
く

の
か

、
ど

の
よ

う
な

方
針

で
整

備
、

管
理

、
運

営
し

て
い

く
の

か
を

検
討

し
、

都
市

施
設

と
し

て
の

広
場

と
す

る
、

公
園

と
す

る
、

ス
ポ

ー
ツ

施
設

と
す

る
、

施
設

を
廃

止
し

て
普

通
財

産
と

し
た

上
で

他
の

行
政

目
的

で
の

使
用

や
普

通
財

産
の

貸
付

、
処

分
を

検
討

す
る

、
施

設
を

廃
止

し
て

国
、

県
、

民
間

に
返

還
す

る
と

い
う

方
向

性
を

判
断

す
べ

き
で

あ
る

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
3
2

●
＜

広
場

の
あ

り
方

＞
都

市
施

設
で

は
な

い
広

場
と

い
う

施
設

を
存

続
さ

せ
る

の
で

あ
れ

ば
、

根
拠

規
程

と
な

る
条

例
、

規
則

を
定

め
る

べ
き

で
あ

る
。

2
2



部
名

課
名

頁
指

摘
意

見
内

容

子
ど

も
未

来
部

子
ど

も
支

援
課

1
3
5

●

＜
子

ど
も

遊
び

場
の

あ
り

方
＞

子
ど

も
遊

び
場

と
同

じ
目

的
を

持
つ

街
区

公
園

等
と

同
時

並
行

的
に

、
個

々
の

子
ど

も
遊

び
場

に
つ

い
て

、
現

在
の

利
用

状
況

、
地

域
住

民
の

認
識

や
要

望
、

地
域

住
民

の
年

齢
構

成
等

に
基

づ
く

今
後

の
利

用
見

込
み

等
を

調
査

把
握

す
べ

き
で

あ
る

。
そ

の
上

で
、

施
設

と
し

て
存

続
す

る
必

要
性

が
認

め
ら

れ
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

公
園

、
広

場
、

子
ど

も
遊

び
場

の
い

ず
れ

か
の

施
設

と
し

て
整

備
及

び
管

理
し

、
存

続
す

る
必

要
性

が
認

め
ら

れ
な

い
も

の
に

つ
い

て
は

、
市

の
所

有
地

は
未

利
用

地
と

し
て

管
理

し
、

市
の

所
有

で
な

い
土

地
は

所
有

者
に

返
還

す
べ

き
で

あ
る

。
遊

具
の

撤
去

等
の

原
状

回
復

に
か

か
る

費
用

が
一

時
的

に
は

必
要

と
な

る
が

、
適

切
な

財
産

管
理

と
い

う
責

務
を

果
た

す
た

め
、

地
域

住
民

の
た

め
に

有
効

な
公

の
施

設
と

す
る

た
め

、
必

要
な

費
用

で
あ

る
。

自
治

会
や

子
ど

も
会

等
の

地
域

団
体

が
適

切
に

管
理

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
の

で
あ

れ
ば

、
管

理
を

委
託

す
る

こ
と

も
選

択
の

一
つ

で
あ

る
。

ま
た

、
公

園
と

子
ど

も
遊

び
場

は
同

じ
地

域
に

存
在

す
る

こ
と

が
多

い
。

遊
具

の
点

検
等

を
一

括
で

発
注

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

管
理

コ
ス

ト
の

縮
減

に
繋

が
る

。
ま

た
、

公
園

整
備

課
が

所
管

す
る

公
園

管
理

事
務

所
の

現
業

職
員

等
が

公
園

と
共

に
子

ど
も

遊
び

場
の

草
刈

、
日

常
点

検
等

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
効

率
性

、
経

済
性

も
向

上
す

る
。

子
ど

も
遊

び
場

の
所

管
課

を
公

園
整

備
課

と
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
3
5

●

＜
子

ど
も

遊
び

場
の

あ
り

方
＞

子
ど

も
遊

び
場

と
同

じ
目

的
を

持
つ

街
区

公
園

等
と

同
時

並
行

的
に

、
個

々
の

子
ど

も
遊

び
場

に
つ

い
て

、
現

在
の

利
用

状
況

、
地

域
住

民
の

認
識

や
要

望
、

地
域

住
民

の
年

齢
構

成
等

に
基

づ
く

今
後

の
利

用
見

込
み

等
を

調
査

把
握

す
べ

き
で

あ
る

。
そ

の
上

で
、

施
設

と
し

て
存

続
す

る
必

要
性

が
認

め
ら

れ
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

公
園

、
広

場
、

子
ど

も
遊

び
場

の
い

ず
れ

か
の

施
設

と
し

て
整

備
及

び
管

理
し

、
存

続
す

る
必

要
性

が
認

め
ら

れ
な

い
も

の
に

つ
い

て
は

、
市

の
所

有
地

は
未

利
用

地
と

し
て

管
理

し
、

市
の

所
有

で
な

い
土

地
は

所
有

者
に

返
還

す
べ

き
で

あ
る

。
遊

具
の

撤
去

等
の

原
状

回
復

に
か

か
る

費
用

が
一

時
的

に
は

必
要

と
な

る
が

、
適

切
な

財
産

管
理

と
い

う
責

務
を

果
た

す
た

め
、

地
域

住
民

の
た

め
に

有
効

な
公

の
施

設
と

す
る

た
め

、
必

要
な

費
用

で
あ

る
。

自
治

会
や

子
ど

も
会

等
の

地
域

団
体

が
適

切
に

管
理

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
の

で
あ

れ
ば

、
管

理
を

委
託

す
る

こ
と

も
選

択
の

一
つ

で
あ

る
。

ま
た

、
公

園
と

子
ど

も
遊

び
場

は
同

じ
地

域
に

存
在

す
る

こ
と

が
多

い
。

遊
具

の
点

検
等

を
一

括
で

発
注

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

管
理

コ
ス

ト
の

縮
減

に
繋

が
る

。
ま

た
、

公
園

整
備

課
が

所
管

す
る

公
園

管
理

事
務

所
の

現
業

職
員

等
が

公
園

と
共

に
子

ど
も

遊
び

場
の

草
刈

、
日

常
点

検
等

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
効

率
性

、
経

済
性

も
向

上
す

る
。

子
ど

も
遊

び
場

の
所

管
課

を
公

園
整

備
課

と
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

子
ど

も
未

来
部

子
ど

も
支

援
課

1
3
5

●

＜
子

ど
も

遊
び

場
の

あ
り

方
＞

遊
具

の
点

検
等

を
一

括
で

発
注

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

管
理

コ
ス

ト
の

縮
減

に
繋

が
る

。
ま

た
、

公
園

整
備

課
が

所
管

す
る

公
園

管
理

事
務

所
の

現
業

職
員

等
が

公
園

と
共

に
子

ど
も

遊
び

場
の

草
刈

、
日

常
点

検
等

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
効

率
性

、
経

済
性

も
向

上
す

る
。

子
ど

も
遊

び
場

の
所

管
課

を
公

園
整

備
課

と
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

2
3



部
名

課
名

頁
指

摘
意

見
内

容

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
3
5

●

＜
子

ど
も

遊
び

場
の

あ
り

方
＞

遊
具

の
点

検
等

を
一

括
で

発
注

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

管
理

コ
ス

ト
の

縮
減

に
繋

が
る

。
ま

た
、

公
園

整
備

課
が

所
管

す
る

公
園

管
理

事
務

所
の

現
業

職
員

等
が

公
園

と
共

に
子

ど
も

遊
び

場
の

草
刈

、
日

常
点

検
等

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
効

率
性

、
経

済
性

も
向

上
す

る
。

子
ど

も
遊

び
場

の
所

管
課

を
公

園
整

備
課

と
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
3
8

●

＜
有

効
利

用
＞

天
満

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

、
資

材
置

場
、

旧
市

立
図

書
館

分
室

跡
地

、
公

園
管

理
事

務
所

の
土

地
を

一
体

的
に

、
当

該
土

地
の

位
置

、
周

囲
の

環
境

、
市

民
の

ニ
ー

ズ
等

を
総

合
的

に
考

慮
し

、
そ

の
土

地
と

し
て

の
効

用
を

十
分

に
発

揮
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
新

た
な

利
活

用
又

は
換

価
を

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
3
9

●
＜

有
効

利
用

＞
敷

地
を

貸
し

付
け

て
い

る
オ

ー
キ

ッ
ド

パ
ー

ク
の

事
業

者
に

本
公

園
の

敷
地

も
貸

し
付

け
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
4
0

●
＜

有
効

利
用

＞
長

良
川

公
園

の
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
を

廃
止

す
る

か
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

を
維

持
す

る
の

で
あ

れ
ば

、
利

用
度

を
高

め
る

た
め

の
整

備
を

す
べ

き
で

あ
る

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
4
0

●

＜
有

効
利

用
＞

こ
の

市
の

一
番

の
景

勝
地

と
い

え
る

場
所

を
イ

ン
ラ

イ
ン

ス
ケ

ー
ト

場
と

し
て

お
く

こ
と

が
、

土
地

の
有

効
利

用
、

市
民

サ
ー

ビ
ス

の
向

上
、

観
光

地
と

し
て

の
魅

力
向

上
に

資
す

る
も

の
で

あ
る

の
か

、
民

間
事

業
者

の
活

用
も

含
め

、
今

一
度

検
討

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

国
土

交
通

省
が

公
表

し
て

い
る

河
川

空
間

の
オ

ー
プ

ン
化

活
用

事
例

も
参

考
に

さ
れ

た
い

。

都
市

建
設

部
公

園
整

備
課

1
4
1

●
＜

今
後

の
取

組
み

＞
パ

ー
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

プ
ラ

ン
や

パ
ー

ク
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

推
進

計
画

を
策

定
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
例

え
ば

、
相

模
原

市
が

パ
ー

ク
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
プ

ラ
ン

を
策

定
し

て
お

り
、

足
立

区
が

パ
ー

ク
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

推
進

計
画

を
策

定
し

て
い

る
。

行
政

部
管

財
課

1
4
6

●
＜

取
得

に
よ

る
未

利
用

地
の

発
生

＞
土

地
を

取
得

し
た

後
に

未
利

用
地

と
な

る
こ

と
の

な
い

よ
う

、
土

地
を

取
得

す
る

際
に

検
討

す
べ

き
事

項
、

取
得

の
目

的
や

経
緯

等
の

記
録

方
法

、
取

得
後

の
管

理
状

況
の

記
載

方
法

等
を

記
載

し
た

事
務

要
領

を
作

成
す

べ
き

で
あ

る
。

2
4



部
名

課
名

頁
指

摘
意

見
内

容

行
政

部
管

財
課

1
4
7

●
＜

処
分

に
よ

る
未

利
用

地
の

発
生

＞
土

地
を

処
分

し
た

後
に

未
利

用
地

が
発

生
す

る
こ

と
の

な
い

よ
う

、
土

地
を

処
分

す
る

際
に

検
討

す
べ

き
事

項
、

処
分

の
目

的
や

経
緯

等
の

記
録

方
法

、
処

分
後

の
残

地
の

管
理

状
況

の
記

載
方

法
等

を
記

載
し

た
事

務
要

領
を

作
成

す
べ

き
で

あ
る

。

行
政

部
管

財
課

1
4
8

●
＜

貸
付

け
に

よ
る

未
利

用
地

の
発

生
＞

土
地

を
貸

し
付

け
た

後
に

未
利

用
地

が
発

生
す

る
こ

と
の

な
い

よ
う

、
土

地
を

貸
し

付
け

る
際

に
検

討
す

べ
き

事
項

、
貸

し
付

け
る

目
的

や
経

緯
等

の
記

録
方

法
、

貸
し

付
け

後
の

残
地

の
管

理
状

況
の

記
載

方
法

等
を

記
載

し
た

事
務

要
領

を
作

成
す

べ
き

で
あ

る
。

行
政

部
管

財
課

1
4
9

●
＜

分
筆

に
よ

る
未

利
用

地
の

発
生

＞
土

地
を

分
筆

し
た

後
に

未
利

用
地

が
発

生
す

る
こ

と
の

な
い

よ
う

、
土

地
を

分
筆

す
る

際
に

検
討

す
べ

き
事

項
、

分
筆

し
た

目
的

や
経

緯
等

の
記

録
方

法
、

分
筆

後
の

残
地

の
管

理
状

況
の

記
載

方
法

等
を

記
載

し
た

事
務

要
領

を
作

成
す

べ
き

で
あ

る
。

経
済

部
労

働
雇

用
課

1
4
9

●
＜

建
物

取
壊

し
に

よ
る

未
利

用
地

の
発

生
＞

土
地

上
の

建
物

の
管

理
・

処
分

方
法

を
判

断
す

る
際

に
は

未
利

用
地

が
発

生
し

な
い

よ
う

に
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

行
政

部
管

財
課

1
5
0

●

＜
貸

付
地

返
還

に
よ

る
未

利
用

地
の

発
生

＞
土

地
の

借
主

（
建

物
所

有
者

）
に

対
す

る
土

地
買

取
に

向
け

た
交

渉
は

、
３

年
毎

よ
り

も
高

い
頻

度
で

行
う

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ま
た

、
建

物
収

去
費

用
を

負
担

さ
せ

ら
れ

る
こ

と
に

な
る

リ
ス

ク
に

備
え

る
た

め
に

保
証

金
の

徴
収

等
の

方
策

を
取

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

基
盤

整
備

部
基

盤
整

備
政

策
課

1
5
0

●
＜

代
替

地
と

し
て

の
機

能
＞

岩
崎

字
鶴

山
1
3
8
5
-
２

の
土

地
に

つ
い

て
、

代
替

地
と

し
て

機
能

す
る

の
か

ど
う

か
検

討
し

、
そ

の
可

能
性

が
低

い
の

で
あ

れ
ば

、
未

利
用

地
と

し
て

管
理

・
運

用
・

処
分

し
て

い
く

こ
と

が
望

ま
し

い
。

都
市

建
設

部
市

街
地

再
開

発
課

1
5
1

●
＜

有
効

利
用

＞
香

蘭
２

丁
目

1
0
4
番

外
３

筆
の

土
地

（
合

計
4
2
0
7
.
9
6
㎡

）
に

つ
い

て
、

代
替

地
と

し
て

お
く

よ
り

も
、

商
業

用
地

や
住

宅
用

地
と

し
て

貸
し

付
け

る
等

、
土

地
と

し
て

の
効

用
を

よ
り

発
揮

さ
せ

る
よ

う
な

利
活

用
を

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

基
盤

整
備

部
公

共
用

地
課

1
5
1

●
＜

有
効

利
用

＞
加

納
天

神
町

５
丁

目
1
4
番

３
の

土
地

（
1
1
9
.
8
0
㎡

）
に

つ
い

て
、

代
替

地
と

し
て

お
く

よ
り

も
、

住
宅

用
地

と
し

て
貸

し
付

け
る

か
処

分
す

る
等

、
土

地
と

し
て

の
効

用
を

よ
り

発
揮

さ
せ

る
よ

う
な

利
活

用
又

は
処

分
を

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

2
5



部
名

課
名

頁
指

摘
意

見
内

容

基
盤

整
備

部
基

盤
整

備
政

策
課

1
5
2

●

＜
民

間
の

土
地

の
活

用
＞

少
子

高
齢

化
の

流
れ

に
よ

り
、

民
間

の
土

地
で

は
空

き
地

が
増

加
し

て
い

る
た

め
、

代
替

地
が

必
要

な
の

で
あ

れ
ば

、
民

間
の

土
地

を
活

用
す

る
方

策
を

検
討

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

例
え

ば
、

豊
田

市
で

は
、

民
間

の
土

地
を

代
替

地
に

登
録

す
る

代
替

地
登

録
制

度
を

実
施

し
て

い
る

。

都
市

建
設

部
市

街
地

再
開

発
課

1
5
2

●

＜
民

間
の

土
地

の
活

用
＞

少
子

高
齢

化
の

流
れ

に
よ

り
、

民
間

の
土

地
で

は
空

き
地

が
増

加
し

て
い

る
た

め
、

代
替

地
が

必
要

な
の

で
あ

れ
ば

、
民

間
の

土
地

を
活

用
す

る
方

策
を

検
討

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

例
え

ば
、

豊
田

市
で

は
、

民
間

の
土

地
を

代
替

地
に

登
録

す
る

代
替

地
登

録
制

度
を

実
施

し
て

い
る

。

基
盤

整
備

部
公

共
用

地
課

1
5
2

●

＜
民

間
の

土
地

の
活

用
＞

少
子

高
齢

化
の

流
れ

に
よ

り
、

民
間

の
土

地
で

は
空

き
地

が
増

加
し

て
い

る
た

め
、

代
替

地
が

必
要

な
の

で
あ

れ
ば

、
民

間
の

土
地

を
活

用
す

る
方

策
を

検
討

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

例
え

ば
、

豊
田

市
で

は
、

民
間

の
土

地
を

代
替

地
に

登
録

す
る

代
替

地
登

録
制

度
を

実
施

し
て

い
る

。

行
政

部
管

財
課

1
5
2

●
＜

未
利

用
地

の
処

分
＞

速
や

か
に

未
利

用
地

の
売

却
活

動
を

進
め

る
べ

き
で

あ
る

。

行
政

部
管

財
課

1
5
2

●

＜
随

意
契

約
に

よ
る

処
分

＞
普

通
財

産
売

払
取

扱
要

綱
に

お
い

て
、

地
方

自
治

法
施

行
令

第
1
6
7
条

の
２

第
１

項
第

２
号

を
適

用
し

て
普

通
財

産
を

随
意

契
約

に
よ

り
譲

渡
す

る
こ

と
が

で
き

る
場

合
を

、
同

号
の

趣
旨

に
適

合
す

る
範

囲
内

に
お

い
て

、
よ

り
幅

広
く

定
め

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
例

え
ば

、
浜

松
市

の
「

普
通

財
産

の
随

意
契

約
に

よ
る

譲
渡

に
関

す
る

要
領

」
で

は
1
4
項

目
が

、
川

崎
市

の
「

普
通

財
産

の
随

意
契

約
に

よ
る

譲
渡

及
び

貸
付

け
に

関
す

る
要

綱
」

で
は

1
0
項

目
が

定
め

ら
れ

て
い

る
。

行
政

部
管

財
課

1
5
4

●
＜

未
利

用
地

の
活

用
＞

売
却

が
困

難
な

未
利

用
地

に
つ

い
て

、
近

隣
住

民
の

意
見

を
聞

き
、

公
園

、
広

場
、

緑
地

、
駐

車
場

と
す

る
等

、
売

却
以

外
の

方
法

で
の

利
活

用
を

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

行
政

部
管

財
課

1
5
4

●
＜

未
利

用
地

の
定

義
＞

未
利

用
地

は
「

利
用

又
は

活
用

さ
れ

て
い

な
い

土
地

」
で

あ
る

と
し

て
定

義
し

直
す

べ
き

で
あ

る
。

2
6



部
名

課
名

頁
指

摘
意

見
内

容

行
政

部
管

財
課

1
5
8

●

＜
普

通
財

産
の

把
握

＞
普

通
財

産
（

未
利

用
地

）
を

管
理

す
る

た
め

の
台

帳
に

お
け

る
、

必
要

的
記

載
事

項
、

全
庁

統
一

的
に

使
用

す
る

語
句

及
び

定
義

、
あ

て
は

め
の

判
断

基
準

等
の

記
載

ル
ー

ル
を

明
記

し
た

要
領

や
内

規
を

作
成

す
べ

き
で

あ
る

。
そ

の
際

、
「

そ
の

他
」

の
使

用
は

止
め

る
か

、
極

め
て

限
定

的
に

す
べ

き
で

あ
る

。

行
政

部
管

財
課

1
5
8

●

＜
未

利
用

地
に

対
す

る
基

本
方

針
＞

未
利

用
地

や
低

利
用

地
に

対
す

る
、

管
理

・
運

用
・

処
分

の
基

本
原

則
や

利
活

用
に

向
け

た
具

体
的

な
計

画
、

取
組

等
を

記
載

し
た

未
利

用
地

等
の

利
活

用
に

関
す

る
基

本
方

針
を

定
め

る
べ

き
で

あ
る

。
例

え
ば

、
西

宮
市

、
平

塚
市

、
日

高
市

等
が

未
利

用
地

等
の

利
活

用
に

関
す

る
基

本
方

針
を

定
め

て
い

る
。

行
政

部
管

財
課

1
5
8

●

＜
市

有
財

産
に

対
す

る
基

本
方

針
＞

未
利

用
地

や
低

利
用

地
に

留
ま

ら
ず

、
市

有
財

産
の

取
得

・
管

理
・

運
用

・
処

分
の

基
本

原
則

や
市

有
財

産
の

有
効

活
用

に
向

け
た

具
体

的
な

計
画

、
取

組
等

を
記

載
し

た
市

有
財

産
の

有
効

活
用

に
関

す
る

基
本

方
針

を
定

め
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

例
え

ば
、

岡
崎

市
が

令
和

３
年

３
月

に
市

有
財

産
の

有
効

活
用

に
関

す
る

基
本

方
針

を
定

め
て

い
る

。

財
政

部
行

財
政

改
革

課
1
5
8

●

＜
市

有
財

産
に

対
す

る
基

本
方

針
＞

未
利

用
地

や
低

利
用

地
に

留
ま

ら
ず

、
市

有
財

産
の

取
得

・
管

理
・

運
用

・
処

分
の

基
本

原
則

や
市

有
財

産
の

有
効

活
用

に
向

け
た

具
体

的
な

計
画

、
取

組
等

を
記

載
し

た
市

有
財

産
の

有
効

活
用

に
関

す
る

基
本

方
針

を
定

め
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

例
え

ば
、

岡
崎

市
が

令
和

３
年

３
月

に
市

有
財

産
の

有
効

活
用

に
関

す
る

基
本

方
針

を
定

め
て

い
る

。

1
1
5

7
8

合
計

2
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